
〇

〇

〇

技

般
般

遊

一
一

平

機

競
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成

の

争
争

認

入
入
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年

定
定

札
札

〇

〇

〇

〇

競

調
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築

般

定
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建

一

特

法
法

入
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準

争

達

計
基

〇 約
に
に

札

約

契達調定特

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

般

金
築

農
道
道
海
一

貸
建

の
の
保
競

業
基

林
路
路
岸

の
法

産
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供
全
争

者
準

水

の
域
札

営
に
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域
用
区
入

臣
の

〇

〇

〇

〇

〇
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地
定
事
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土
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改
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権
水
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き

法
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大
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の
の

月

び

資
実
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格
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日
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関
…

式
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金

検

す
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曜

定

る
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日

の

公
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消
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…

取

示
…

道
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…

し
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の

…
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る

実

係

よ
よ

の

に

…
告
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札

発
開
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入

開
公

施

る

に
見

…

公

為
意

…

の

行
の

…

関
の

…

告
道

…

す
聴

…
教

る
取

…
札

道

…
育

工
の

…
幌

公

…
庁

事
実

…
医

安

示公の等者札落る係に

…

……

十

の
施

…
科

委

所
る

権
変
開
の
の

業
よ

…

…
定
施

又
公

限
更
始
指
実

に

…

事
の

係
２
…
の
…

は
開

）
…
部
…

務
意

る
件
…
一

所
の

安
…
…
改
…

所
見

保

…
…
…

在
聴
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…
正
…

の

指
…
…
…
…

地
取

の
…

の
実

定
…
…
…
…

等
支

…
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…

不
施

施
…
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…

業
…

庁

の

る
係
保
限

等

よ
に
る
権
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落
林
係

散
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る
安
に

防

地
者
指
保

の

換
札
の
る

に
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の
の
林

止
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安

目

す
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定
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関

の
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予
の
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定
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…
定

告
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予
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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完
…

…
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了
…
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会
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…
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告

告
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…
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…

…
…

…
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…
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…
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…

…

…
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…
…

確
告
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…

件
…
…
…
…

知
…

示

…
…
…

…
…

の
…
…
…
…

…

更
…
…
…
…

…
…

変
…

…
…

…
…

の
…
…
…
…

…

定
…
…
…
…

…
…

予
…
…

…

…
…

…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…

…
…

…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…

…
…
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…
…
定

…
道
道
砂
物

…
…

…
…
…

行

…
…
…
…

施

… …
示

規
則

…

…
…
…
…

則

…
…
…
…

…

…
…
…
…

次

…

…
…
…
…

…

…
…
…
…

…

…
…
…
…

…

…
…
…
…

…

…
…
…
…

…

…
…
…
…
…
…

環

農
漁
…
…

…

…
…

…

…
…

…

…
…

海

…

…
…

…

…
…

道

２

第

証

よ

４

明
条
り

条

公

……………

書
例
、

…

…

…

処
条
を
第
あ

料過

…

…
…

…

…

…
…

…

…

… …
…

…

…

…
…

…

３第 条

た
そ
項
事
き

容

の

事
な
空

…………… 、
施

…
…

実
設
め
の
、
項
缶
条

路
路
防
品 理

…
…

治
整
整
災
管

…
…

課
課
課
課

…
…

山
備
備
害

）
）
）
）
）

…
…

課

２

記
の
条
定

施

別
も

に

法
掃

第
と
例
め
啓
市
方
清

境

地
業

１
す
第
る
発
町

策

整
導
山
山

政

調
指
治
治

）

）
）
）
）

課

課
課
課
課

北

第

第

美
２

号

海

１

化
条

。
環

条

趣

道

北
旨

以
境

促

規
ジーペ

海
）
こ
下
美
条
進

則

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

道
成
海
平
北

ら

空

例
携 し
の
じ

第
帯
条
か

報

に
知

の
関
定
告

条
、
規
め

に
に
り
、

定
人
よ
し

規
係

を
弁

り
示
料
び

よ
提
過
及

そ
の

）分
料
な
科
明

過
し

第

施
の
の
他
促

等
例

を
け

方
整
施
の
進

散

法
備
設
事
地

乱

に

止
に

等
に
の
項
区

防
条

間
定

す
備
促
係

期
規

関
整

事
内
地
開

）
す

る
の
進
る

き

、
の
計

空

項
容
区
発

る 等

進
施
町
及

缶

促
実
市
画

内
活
村
等
美

地
方
村
び

号
る

に
」

事

様
。
条
容
動
等

化 に

の

４
記
関
と

業

式

第
を

の
す
る
う

関

環

項
載
す
い

項
）

る

美

環
る
事
。

す

境

実

項

促

美
の

が

事

化

境
も

促

地

促
す
進
施

進

化
と
促

計
。
区
る

進

区

進
る
地
す

道

の

化
例
地

指

第

空

規
条
促
第
区

き

則
例
進

号

と
区
第
下

缶

は
」
地
条
以

の

北
い
の
１

等

、 道
。
定

進

散

海
う
指
項
促

乱

き
の

条
区

の

空
）
）
同
地

等
行

３
と

止

缶
施

第
」

防 関

の
に

項
い

に

き
年
缶等
月
の 防の乱散
日

規

会

科
れ
う
機

るす関に止

ら
る
付

処
な
す
を

す
ば
と

る

従
い
き
す

に
な
と
与

分

と

る

別
の

す

、
も

事
。
は

は

３
る

員

第
す

職

記

第

別

様

、

号
。

に
等
に
来

乱

区
法
等
将

散

そ

期

い

る
想

止

お

よ
構

防

町

缶
他

は

市

き
の

間

て

空
缶

月

等

の
き

６

村

等
空

、

施

の
の

日

実

乱
等

１

が

散

空

地

る

止
乱

ら

す

防
散

か

に

お
き

区

定

画

に

域

、

て
等

お

区

は

い
缶

に

変

の

町
散

て

の

次

市
の

い

・

号

、
防

町

更

各

村
乱

市

定

掲

民
に

等

指

に

住
止

村

解

る

各
い

実

の

げ

、
つ

が

）

項

団
の

す

除

事

種
て

施

る

乱
し

お
。

す

散
関

に
う

例

防
要

て
の

条

の
必

い
）

行

に
事

用
定

施

止
な

準
指

則

す
を

る
区

規

関
項

す
、

を
変

条
め

合
の

る
定

場
域

も

含
更

例
る

例条

成
と

。
は

平
の

む
又

に

北

ここを則規行施

則

記

式

る

事

す

知

布

道

公

海

第

の

号

知

２

告

様

・

号

身

書

の

明

式

弁

分

に

き

係
防

月

空

に
の

６

缶

る
止 め

で

の

議
た

ま

等

協
の

日

防

す
必

す

乱

関
に

と

散

に

申

に

体
啓

る

。

止

る
要

る

書

い

事
活

掃

出

つ

、
発

清

よ

、

者
の

化

に

て

業
動

美

て

該

容

業

っ

当

等
内

事

う

号

下
実

内

行

各

以
、

の

す

）
指

定
解

北
。

規
の

年
る

の
定

例

る
申

条

よ
の

道

に
除

海

境
は

第

環
出 、

みるは橋高

。



式様号２第記別

考
１

２

備

）
区
明

環
該
次

位
度

を

当

境
定

域
ら

置

境
区
の
環
指

解
る
の

１
２
３

及

美
域
書

境
境

海
条
除

環
環
環

北
同

空
１
を

美
美
美

道
第
）

境

き
項
申

化
化
化

別

北

記

海

年

第

道

４

１

知

月

号

事

１

様

は則規のこ
日

式

、
か

第

限

３

５

る

る
条

条
も
適

附

例
の
用

。

平

第
と
除
条
）
則

成

す
外
例
、

条
る
）
第
富

年

）係関条４第

変
に

び

化
の
類
美
又

の
か

促
指

更
し

周

促
名
を
化
は

、
付
進
定

の
た

囲

進
称
添

状

区
地
す
計
の

場
図

の

地

除

に

況

の
番
る
画
解

合
面

を

指
、
こ

っ
尺

明

定
面
と
指
の

あ
縮

ら

積
。
定
場
か

区
等

又
合

て

に

域
を

は
に

は

域
っ

変
分

し

の
記

区
あ

、

缶
）
し

促
促
促

た

の

変
載

ま

地
地
地

等
の
出

進
進
進

の
の

散
定
す

区
区
区

の
規

定

の
よ

名
指
指

乱
に
。

の

止
、

防
り

称
定 の

の

関
の

域
域

に
次

区
区

条
り

更
更

る
お

変
変

す
と

環

ら

様

関
化

す

条
美

行

２
境

施

第
定指区地

）
進

。

係
促

る
成平

区

年

良

す

域

行施らか日１月

の
。
規

条
野

月

定

の
市

に

市
、

日

よ

町
黒

り

村
松

金

過

の
内

曜

料

区
町

日

を

域
、

）

、

と

則
町

す

規
田

科

で
沼

１

更
す

の
て

更

）表

き

で

、

及

面

か

・
る

変
は

前

図

定
と

の
指

び
ら

指
こ

更

縮

の
。

場
定

変

尺

解

合
又

更

除

に
は

後
分

）

限
指

の
の

。
の

域
程

分

を

る
定

区
１

位
）

１

望

）
解

の
度

の

希 区

希

及

ら

る

を

置

か

す

除

定

第
境

指
指

例
環

記

・
・

美

定 除
除

第
促

解
解

条
化

の
の

区

を
を

項
地

）
）

１
進

す
す

条
指

望
望

同
の

希
希

３

る
る

第
定

域
由

長村町市

項
区

区
理

解の定指・更変の

に
域

しだた。る

年

出申）除

条

書

５第び及条４第、

及

別

る
町

、

め
河

は

定
浦

、
室

４

は
芽

第

の
び

記

も

の

市
区

式

路
の

様

釧
町

号 過

域

処

事
す

料

知
と

北

殻
こ
い
２
３

分

が
る

域

望

び

に

す

周 状

１

い

区

の

の

つ

る

囲

分

、は

の
程

況

て

域

第

他
２

の
条

指
準
・
て
更
い
変
お
の

定

す
定
用

印

日月
第

成平、は定規の

書

す

知

定

通

指
。

海

す

に

付

域

交

区

を

る

公道

ー
に
ュ
例
チ
条
）

、
の
略

ムガ
て
ン
い
イ
お

す
と
か
」
み
等

か
民

の
道

の
）
こ
器

義

容
お
入

海

に
の

北

例
身

条
中

缶

も

き

て
た

空

い
っ

道

有

散

缶
び

の

き
並

等

空
の

日
限
月
期

名

年
効
付

氏

交

分

年
年

身

所
職

号
属
名

より過料を科す処分に
に

従

報

書
例
明
条
証
る

の
す
こ
関

を 帯
成

携
平
す

く
民

紙
道

び
、
及
は

る
年

。
者
う
在

い
滞
を
び

ず
及

乱

等
に

。ういを

の

」 、
ふ

）

止

は
び

裏

防

と
及

る

缶
含

す

き
を

関

空
た

に

き
）

例

空
。

条

、
む

月

）

ペ
装

粋

、
包

抜

瓶
、

海北

書明

日
日

証

月

事する職員です。

海
例

北
条

、
道
は
海
者
北

道
第
空 等

第
缶
）
き
号

の 乱
の

散
条

第

の
規

ル
こ
ト
ば

ボ
た

ト
、
ッ
袋

知

写

道

の
吸
そ
の

印

事

真

印

防
定
止
に

号



反違

住

氏

平

事

成

実の

年

過

反

反

な
、

あ
で

違

違

の
、
処

日

場

は
料

た

記別

備

第

考

３

す

号

こ
る

様

の
。

式

用

第 条

２

）
第

則罰

第

で
め

８

道
吸
な

条

の棄
何
等
殻
れ

投

民
い
け

内容

所

名

月 日

上記

金

日

曜

時

日

・

）

の

時

所

北
分

いおに所場

缶
な

様

き
と

空
象

道
対

海 の乱
。

散
す

年

の
ま

等
り

紙

止

月

防

業

係

工

関

本

条

日

４

は

第

格規

）

第条８

・

、

知

し

告

と６

たし反違に定規の項１

ら

禁
も
、
れ
な

人
は
入
ば い

等
み
行
携
な

止
、
歩
を

あ
て

り
で
し
。

）
だ
中
帯

缶
き
い

き
と
な

空
る
い

に

て

捨
は
は

を
又
き

等
、
と

、

北

例

道

条

海

る

北

日

す関に の項１第

時

条８

事

第

知

い用

書

を

明

紙

弁

厚

規

分

か所

年

の線点の央中、

過の下以円万２、は者

て
い
公

て
吸
、

す処に料

所

ら
れ
場

な
入
の

は
殻
共

に
い

。
近
お

い
付
に

な
が て

し
れ
煙

さ
喫

置
、

設
て

道海

こ
し算

公

の
て

し反違に

ろ

定

こ

処

印

第例
料
ん
過
せま

た

は
。

年

とり

日

折つ二

月

ら

条

記別

北

第

海

４

道

号

場
う
い
よ
な
い
い
な

。る

年生

連

弁

合
努

つ
内
に
以
分
日

報

が
に
服
事
不
知

て
、
い
に

告

て

教
合
立
場
申
る
議

あ
異

るす

日

付交に

月

別、

は

よに定規の
書知通入納

空
円
に

、り

様

き

式

缶

係

の

関

乱

条

散

４

の

第

等

過

す関に止

）

防

署

□ 次
上

名

の
記
と
事
お
実
り
は
弁
、

宅

上

自

□

日

先

明

月

絡

明

り

先

お

年

務

と

勤

の

・

記

こ
の
る
こ
す

、
を

そ

認

・

ま
っ
き
あ
で
の
が

分
と

処 こ
す

た

示

をと
。

第

っ
示

知

道

定

海

指

北

のそ、りよ
過の

にでま日

事

る

知

す

料

る

納
。すまし処に料

書

条

知

８

通

第

分

例

処

条 定規

所
名

の項１

住
氏

第 違に

し
□
□

ます
覚
誤

。
え
り
が
が
な
あ
い
る
。
。

す

他

ま

月

の

め 明

日

弁。 りあは

）

と

歳

こる

）

す

た日 翌の 日

号

起らか

なばれけなし付

印

条同、でのたし反

り

。んせま



林

予
成

安

る
平

保

す定

１

定

定

で
年

予

あ

北

森

６

７

海道

林

一
平
契

告

法

般
成
約
名
所

示

に

在

競

第

昭

争
年
関
称
地

３

４

５

和

入
北
す

競
一

平
落

落

争
般

成
札
氏
住
札

の
競

者

金

相
争

決を札落２
年
の
名
所
額

手
入

氏

１

定

北

次
海

の
平

落
漁

道

と
成

札
業

告

に
取

お
示

り
年

係
締

第

る
船

一

地

覧

北

土
区
そ
に

海

及
の
供
平

道

び
関
す
成

地

平

告

改
今
係
る

成

示

良
金
書
。
年

第

法
町
類

年

林

る
月

森

。

南郡部茅所場在所

日

の

札
海
る

号

告
務
海
幌

年

の
道
事
北
札

水
中

律

告
示
を
道
市

法

公

当
産
央

第

第
担 す
林
区

第

組
部
３

）

号
る
務
北

号

織
漁
条

の
業
西

２

称
導
丁

の

名
指
６

条

方
札

及
稚
稚

を
円

月
名

し

住
港
市

定

日
び
内
内

決 続

設
１

手

施
広

た

所
湾
末

社
番

会
１

式
目

株
丁 号

日たし

般
月

特
北
定
王

競
号

札

の
架

入

務
上

争
日

役
丸 事

り

及
工

よ

称
理

に

名
修

決を

式

者

量
一

札

数

落

び

田
は

月

昭
代
、

月

号

和
地
北

日

区
海

日

法
の
道

年
換
檜

金

地
山

律

曜

計
支

第

日

画
庁

）

め
え

第
定
備

）
を
に

号
た
置

尻臼字町部茅

条

北 知道
１
海
の

び

第

及
課
目

高
図の

事
次

よに定規

地

の

在

項

所

２

北

。たし定

よの次、り

高

事知道海北

事知道海

１

平

第

、

２

て

の
。
い

高

項

成

規

年

の に

月

定

ら

、

か

り

日

よ

北

上

み
に
る
分
は
部す

橋
示に 限

を林安保にう

立

指
指
ア

２指

林

保

イ

１

町

立

務

安

平

ア

成

保

指
指

安

立

）号

みるは橋

第

北

農
海

林
道

水

ウ

庁

告

村みるは橋

立

経

産
示

森
間

済

、

町

間

国

日

ノ

海

キ

縦の

ノ

般

ン

一

ハ

道

２
３
指
指

ア
イ

公

の

伐
施
の

定

木
定

主
主

立

分
的
件
法方

要
目

の採
業

に
公

木

主
村
間

部

林

の
山

定

の

伐
森
伐

次
治

予

伐

し
整
係

図
課

森

と
林
に

及
び

の

採

て
備
る

」
及

林

の

採
画
林

び
八

所

伐
計
森

を
で
は

雲

在

の
役

所

す
定
、

次
町

場

限

に

こ
る
の

と
場

る
め
次
度

準
お
次
り
備

山

と
標
と

お

が

予

伐

定

木
定

年

林

主

森

、

施

月

定

は
の

の

伐 の

所

に

の

伐
採
業

日

林

択

件
法
。

場

る
方

在

よ

要
目

分
所

的

が知通るよに定規の条

木

た

山
に
土

っあ
大
第

臣

の
伐

次
部

に

の
林

か

伐
係

図
務

ら
号

び

次

森

及
及

、

採
る

」
課

は

南

の

の
林

び

次
度
の
部

う

、

次
茅

よ

限

場

安

と

お
役

保

の

と
町

に

定で画計備整林
お
次
り

り
の
」
に

林

伐準標るめ

施

は
と

の
伐
伐

定

木
定

期

、
し

報

に
採
伐
伐

採
業

択
て

の

伐
。
る

る
す

方
よ
を

要
目

の

で

。
公

が

る

とこ

的
件
法

）
健
。
保

る
の
限
衆

）
衆

と
は
置

越

で
伐
り
の
」
え

る
齢
す
お
、
い

郡

き
期
と

略
縦

雲

立
以
る
り
省
て

八

は
の

す
し
覧

町

木
上
。
と 。

そ
供

田

、
も

る
、
に

熱

当
の
該
と

の
す

木
る

面
。

先

立
す

図
る

地

の
。

及
）

の

越
限
砂

在

関

有

所

び

国

町

の

雲
）
出

八
。
流

郡
る

田

備

熱

防

道海
先
北
地

と
と
は
備

を

事
有

。

知
国

る
り
省
置

定

す
お
、
え

指 予

す
し
て

る

。
と
略
い

す

の
に

で

。
そ
覧

定

る
、
縦

、

及
る

旨

面
す

る

図
供

あ

もの上以齢

関
）

森

び
。

る

の

き

係

林

。るすとの
木立該当、は木

健

立

保

在所の

第

す

の

市

類

次

る

書

。

す

係

林

道

示

に

海

に

村

北

図

町

を

高
。林

市

産

部

る

水

す

係

み
す
る
示
は
に図

橋
の次

類書

法

部

北

和

を

昭

海

る

支

第

島

律

渡

法

道

年

町市 村に

号

市る係 町



５

イ

平

林

保

成

立

務

安

部

林

木
間

年

４

伐

次
治

予

ア

部務林

林

主

安

立

保

指
指

イ

治

予

伐

定

木
定

町

立 木

次
字
そ
主
村
間

３

の
白
の
伐
森
伐

次

務

安

立

林

保

指
指

ア 木
定

部

林

イ
次
治

予

定

伐
森
伐
木

主
主
村
間

町

立

の

伐

の
山

定

月

伐
図
課

森

」
及

林

採

日

の
び
古

所

及
び

の

金

平

在

限

曜

次
町

場

日

度
の
役

所

）

」
え

次
り
備

赤

お
に

と
場

次、は林森る係に

平

の

の

と

市

と
は
置

りおとの

業

林

る

の

伐

森

係

施

定

に

在

の

要
目

の

所

木

の

立
採

禁を

所

的
件
法
採

場

伐
方

山

平
部
砂

す

古
す
土

止

示

に場役町内松黒び及課

林
に

の
の

え

郡
分
の

る

備

川
の
し
整
係

図

森
井
他
と
森
て
備
る

」
伐

林に

林

び

つ
の
林
伐
計
森

及
採

つ
を
で
は
の

い
１
に
採
画

て

度
の

は
次
い
す
定
、

次
限

こ
る
の

と

、
の
て
る
め
次

伐
に
、
と
標
と

お

主
図
は

の
」

は
示
主
が
準
お
次
り

期
と
と
は

、
す
伐
で
伐
り

森

施

の
山

定

の
択
部
に
き

の

採
業

」
及

林

の

伐

図
課 雲

在

要
目

の

び
八

所

及
び

の
役

所

的
件
法

次
町

場

方

と
場
お
に
」
え

都
１
源

り
備

寿
の
水

係

は
と
林
に
の

は
置

郡

の

森
採

択
て
備
る
伐

、
し
整 で

は
の

に
採
画
林

伐
伐
計 め

次
度

る
す
定
、
限

よ
を

お
次

と
標
と

こ
る
の

。
る き

期
と
と

で
伐
り
の

が
準

略
縦

戸

り
省
て

百

お
、
い

る
、
に

北

す
し
覧

町

と 。
そ
供

面
。

・

図
る

１

の
す

の

及
）
関

・

び 係

北

壊

古
に
崩

。

書

の

。るす

）
備

大
。
防

町
る
の

平
限

町来群字 先地

。るす供に覧縦てい置

伐
分
係
る
齢
す
お
、

国

）

と
略

に
に
る
立
以
る
り
省

は
の

す
し

よ
限
伐
木
上
。

。
。
種
、
も

る
、

る
る
採 定

該
と

の

）
を
当
の

。
そ

。

及

な
木
る

面

め
立
す

図 書

す

係

在

関

。
所

び

い
の

養

省
て

松

ん

、
い

黒

か

る

白

、
に

字

し
覧

町

略
縦

内

図
る

川

の
す

井

そ
供

面
。

関び

３

及
）

の

る
り

る
齢
す
お

書

有

係

国

る

は
の

す

木
上
。
と

立
以 る

立
す

該
と

当
の

。

、
も

を類

１

るす在所の
。

木

北

以

海

産

に

水

筆

道

３

海

上

道

ア

公

に図の次。林有

立

指
指

７

林

保

イ

村

北

町

を

市

類

町

立

務

安

６

市

産

る

水

係

道

に

海

ア

、

を

）

類

林

安

立

保
指
指

北海

林

イ

産

、

水

１

道

の

市る係に村町市

町

立

務

ア

の
岡

定

木
定

次
豊

立

指
指

森
１

の

報

伐
林

施
の
い
図
つ
の

採
業

に
次

の

法
、
す

は
示

方
て
に

要
目 水

は
に

に

伐
分
主
部

的
件

示

村
間
木

部

林

伐
の
山

定

森
伐
の
次
治

予

及

林

整
係
採
図
課

森

林
に

計
森
限
及
び

の

備
る
の
」

は
並

平

在

画
林
度
び
赤

所

で

に
の
役

所

定
、
び
次
市

場

栽
お
に

る
の
植
と
所

め
次

を採伐てしと伐主
標
と

とこるす

林

次
百
そ

が
準
お
の
り
備

町
他

の

予

の
戸
の

定

木
定

森

の

伐

森

林
北
の

施

定

森

林

に

林

採
業 要

１

目

の

所

い

に
の

の

つ

い

方

在

て

つ
の

所
的
件
法
、

て
次

場

は

赤
土

は

主
に
伐

、
図
主

は
示

百
そ
主
村
間
木

部
の
山

戸
の
伐
森
伐
の
次
治

係
採
図
課

町
他
と
林
に
伐

て
備
る
の
」
及

北
の
し
整

森林
伐
計
森
限
及
び

に
採
画
林
度
び
赤

・
つ
を
で
は
並

平
の
役

の
い
す
定
、
び
次
市

て
る
め
次
に

は
こ
る
の
植
と
所 備

上
、
と
標
と
栽
お
に

以

木
定

次
２
主
が
準
お
の
り

業

に

の

伐
林

施

森
の
の

定

、は
方
て

要
目

の
いつ

採

限

い
水

は

つ

伐主

的
件
法

に
）

か

伐
。

の

択
る

源

、 。る

養

よ

ん

第

）。る限に分部す

法
は
置

市

伐
り
方
」
え

別

て

磐

齢
す
・
、
い

常

期
と

上
。
間
略
縦

１

以
る
期
省

も

び
、
に

１

の

及
し
覧

の

と

種
の
す

豊

の

樹
そ
供

・

及
）

る

面
。

１

す

図
る

岡

。

次

、は木立るきで

の
び

以

在

と
関

上

所の木立該当

部

市
の

択

に
す

平
砂

、

伐
に

戸
出

に

る
分

百
流

伐

係
る

北
防

る

採
限

町
の

よ

伐

備

。

種
。
を なめ

１

定

の

）

伐
り
方
」
え

図

。

の

い

次

に
き
期
と
法
は
置

筆
伐
で

て

つ
係
る
齢
す
・
、
い

に

間
略
縦

い
る
立
以
る
期
省

は
の

及
し
覧

て
伐
木
上
。

供

の
種
、
も

び
、
に

次
採

と

種
の
す

図
を
当
の

樹
そ

。

示
め
立
す

図
る

に
定
該 の

。

次
及
）

す
な
木
る

面

在

と
関

分
。
所

の
び

部
い

に

の
か

伐

次
の

択

て
源

、

部す

。

示

る

に
養

よ

図
ん

）。る限に分

号

つ

と
類

に

り
書

筆

お
係

２

道

次

。
海

て

る
北

い

す
を

に村町市るす

産

図

水

の

限に分部す示に

市る係

り
書

限

す

お
係

に

）。る

）

町

す
を

。

市

と
類

る

る る

水

係

道

に

。
海

村

る
北

市

産



町

そ
主
村

９

の
の
伐
森

ア 木
定

林

次
字

安

立

保

指
指

林

イ

南

予

の

定

町

立

務

常
そ
主
村
間
木

部

８

磐
の
伐
森
伐
の
次
治

ア

部務林

林

次

安

立

保

指
指

イ

治

予

の

定

木
定

平

町

立

成

そ
主
村
間
木

の
伐
森
伐
の
次

年

森
て
備

の
し
整

１
他
と
林 定

つ
を
で

に
採
画

林
伐
計

と
標

は
こ
る

て
る
め

い
す

に
き
期

伐
で
伐

主
が
準

、

の

伐

日

森

林

施

朝

定

森
の

林

に

業

の

つ
採 方

先

在

て

要
目

地

の

所

い

場

は

す

伐
の
主
次

所

的
件
法
、

砂

、
に

上
１
部
土

は
図

の
に
の

択
示

川
・
分

す

郡

採
図
課

他
と
林
に
伐
の
山

て
備
る
の
」
及

の
し
整
係

林
伐
計
森
限
及
び

森

で
は
並

別

に
採
画
林
度
び

つ
を

に
の
役

い
す
定
、
び
次
市

こ
る
の
植
と
所

て
る
め
次

り
備

、
と
標
と
栽
お
に

は

伐
り
方
」
え

主
が
準
お
の

２の１・１の１
伐
でき
期
と
法
は
置

筆２上以

の

伐

森

林

施

定

森
の

に
に

目

の

所

い

の

つ
採
業

林

に

的
件
法
、

場

は
方

在

て

要

示
土

は

に

伐主

所

び及課山

別
す
砂

、

部
の

択

え備に所役市別

他
と
林
に
伐
の

置

市

の
し
整
係
採
図

月

森
て
備
る
の
」

林
伐
計
森
限
及

日

に
採
画
林
度
び

つ
を
で
は
並

金

い
す
定
、
び
次

曜

て
る
め
次
に
の

日

は
こ
る
の
植
と

）

準
お
の
り

、
と
標
と
栽
お

法
は

伐
で
伐
り
方
」

主
が

る
立
以

係
る
齢

に
き
期
と

の

種
、
も

採
は
の

伐
木
上

木
る

め
立
す

定
該
と

を
当

伐

るす在
。
所

い
の
。

な

限
流

朝

。
の

よ
分

日
の
る
出

に
部

字

）
防

る
に

町
１ ２

。

朝
上

る

南
以

備

。
限

筆

）

日
地

、

地
先
先
２ に

１

・
筆

の

つ

地

期
省
て

係
る
齢
す
・
、
い

木
上
。
間
略
縦

る
立
以
る

び
、
に

採
は
の

及
し
覧

伐

す

を
当
の

樹
そ
供

種
、
も

め
立
す

図
る

定
該
と

種
の

の
。

次
及
）

な
木
る

面
。

お
係

在

と
関

。
所

の
び

い
す示に図の次ていつ

す

流

伐
る

る

り
書

限に分部

１
限
の

よ

磐
に
出

に

常
分

・
）

１
。
備

。

の
る
防

る

２の１

す供に覧縦てい

２上以

係
る
齢
す
・
、

筆

）。る

上
。
間
略

る
立
以
る
期
省

も

び
、

採
は
の

及
し

伐
木

と

種
の

を
当
の

樹
そ

種
、

な
木
る

面

め
立
す

図

定
該

関

。
所

の
び

い
の
。

次
及

す

お
係

在

と

北

市る係に村町市

る

り
書

務

安

林

保

１
て

、

の
い

先

地
次
先
の に

１

・
図

の

示

、
イ

る
北

町

す
を

市

と
類

町

立

市

産

る

水

係

道

に

。
海

村

安

立

イ）。

林

保

指
指
ア

図の次ていつに

立

務

ア

町

す
を

市

と
類

立

町

指
指

村

る
北

海

市

産

る

水

係

道

に

。
海

道

イ

公

林

保

森

山

定

治

予

部

林

立

務

安

場

別

在

津

所

び

の

及

林

課 備

紋
る

に

限

場役

所

町

次
字
そ
主
村
間
木 伐
の

の
最
の
伐
森
伐
の
次

整
係
採
図

森
上
他
と
林
に

の
し

林

限
及

に
の
森
て
備
る
の
」

画
林
度
び

つ
１
林
伐
計
森

い

に
採

て
次
つ
を
で
は
並 に
の

は
の
い
す
定
、
び
次

る
の
植
と

、
図
て
る
め
次

、
と
標
と
栽
お

主
に
は
こ

は
す
主
が
準
お
の
り

伐
示

木
定

部

林 森

施

の
山

定

の

次
治

予

定

の

採
業

」
及

林

の

伐

図
課 威

在

要
目

の

び
音

所

及
び

の
府

所

的
件
法

次
子

場

方

の採伐の木
お
役

る

と
村

村
間

次
り
場

網
。
土

度限

の
伐
伐
森
伐

定

木
定

主
主

伐
、
し
整
係

施

は
と
林
に

伐
計
森

採
業

択
て
備
る

の

で
は

要
目

の
に
採
画
林

伐
る
め
次

る
す
定
、

方
よ
を と

標
と

こ
る
の

的
件
法
。

部
土

が
準
お

す

間
木

部

林

に
伐
の
山

定

伐
の
次
治

予

報

る
の
」
及

林

係
採
図
課

森

林
度
び
朝

所

森
限
及
び

の

は
並

日

在

次
に
の
役

所

、
び
次
町

場

備

中

と
栽
お
に

の
植
と
場

西

置

郡
）

え

別
。

お
の
り

上

に

字

覧

村

縦

部

て

興

い す

藻

供 る。

部
伐
で
伐
り
方
」

１

）

の

、

択
分
に
き
期
と
法
は

、

る
期
省

伐
に
係
る
齢
す
・

木
上
。
間
略

に
限
る
立
以

る
。
採
は
の

及
し

よ
る
伐

の

樹
そ

。
）
種
、
も

び
、

立
す

図

定
該
と

種
の

を
当

い
の
。

次
及

な
木
る

面

め

に

）
砂

在

と
関

。
所

の
び

津

、
え

流

郡

は
備

の

走

」
て

防

町

略
い

の

別

省
置

出

に

上

そ
覧

最

、
縦

備

字

し の び
。

及
る

１

面
す

の

図
供 ）

次

。るすとりおとの
す

の

き
期
と

砂

で
伐
り

関

木
上
。

出

立
以
る

流

る
齢 と

当
の

備

、
も

防

は
の

の
に分

所の
。
木
る
立
す

該

川

り
方
」
え

在

）。る限
音

す
・
、
い

郡

と
法
は
置

子

。
間
略
縦

威

る
期
省
て

そ
供

村

び
、
に

府

及
し
覧 。

セ

図
る

チ

種
の
す

字

樹 の
び

シ

次
及
）

子

面

第

と
関

リ

係

に分部す示に図の次

す
を

市

と
類

る

り
書

す

お
水

係

道

に

。
海

村

る
北

町

示

類

に

書

図

係

の

市

産

る

限

水

に

道

分

海

部

北

す

を

市る係に村町市るす

産

お
係
と
類

１

り
書

の

す
を
る
北

次

号

水

に

道

図

。
海

の

産

示



ア

平

指
指

成

立 木
定

次
字

定

年

の
芽

林

保

イ

町

立

務

安

村
間

部

林

木

主伐
森
伐

次
治

予

ア
定

林

次
字
そ

安

立

保

指
指

林

イ

予

の
道
の

定

木

町

立

務

木

そ
主
村
間

部

の
伐
森
伐

次
治

ア
の
上

定

木
定

次
字

立

指
指

の
施

森
生

月

伐
林

の

に
の

採
業

日

目

の
い
・

つ
２

要

金

方
て
字

曜

は
豊

日

的
件
法
、
糠

）

主

つに
砂

、
・

土

は
２

伐
の

い
の

択

図
課

森

林
に

の
山

定

の

て
の

採

備
る

」
及

林

伐

整
係

の

画
林

び
雄

所

計
森

及
び

で
は

武

在

度
の
役

所

定
、

次
町

場

限

標
と

お
に

る
の

と
場

め
次

の
」
え

流

準
お
次
り
備

沙

るすを採伐てしと
伐
り
期
と
と
は
置

郡

でがとこ

林
林
の

施

定

森
有
他

の

き
林

採
業

林

に
７
森

の

伐

森

要
目

の

所

い
１
に

の

つ
の

在

て

つ

件
法
、
の
て

場

は
次
い

方

主

る

伐
に
、

主
図
は

所

的
）
源

、
す
伐

紋
。
水

は
示

に

の
山

の

郡

の

択
部
に

別

伐

の
し
整
係

図
課

他
と
林

森

及
び

採

森
て
備
る

」
及

の

に
採
画
林

び
西

林
伐
計

つ
を
で
は

興

度
の
村

い
す
定
、

次
部

限

は
こ
る
の

と
役

て
る
め
次 お

次
り
に

、
と
標
と

お
場

伐
で
伐
り
の
」
備

主
が
準

森
藻

の

に
き
期
と
と
は
え

施
伐
林

の

に て

要
目

の
い
１

つ
の

採
業

主
図

的
件
法
、
の

は
次

方
択
部

砂

、
す

土

は
示

伐
に

の

よ

出

に
１

流

伐
の

の

つに筆３

備

。
上

防

る
以 の次てい

北

限に分部す示に図の次

す
お
、
い

平
、

図

）。る

略
縦

町

以
る
り
省
て

取

齢

に

芽

の

す
し
覧

字

上
。
と

の

。
そ
供

生

も

る
、

と

の
す ）

・

る

面
。

２

す

図
る

の

立る

係

糠

関

豊

び

字

。

及

在所の木立該当、は木 す

に
に
る

雄

か

伐
分
係

る

書

る
る
採

町

養

よ
限
伐

武

ん

林

定

有

）
を

道

。
。
種

字

。

１

い

の

な

７

め

係
る
齢
す
お
、
置

図の次

と
略
て

る
立
以
る
り
省
い

採
は
の

す
し
縦

伐
木
上
。

の

。
そ
に

種
、
も

る
、
覧

す

図
す

定
該
と

の
供

を
当

。

及
。

な
木
る

面
る

め
立 す

係

在

関

。
所

び
）

い
の

よ
限

出

に
に

流

伐
分

る

書

示に

）

備

。
。

防

る
る

の

す

海

限に分部

道

イ

公

林

２の
町

立

務

北を

１

類

の

産

筆

水

２

道

上

海

以
ア

市る係に村町市

保

指
指

に分部す示に

務

安

立

林

限
ア

イ

村

北

町

を

市

類

立

町

立

指

市

産

る

水

係

道

に

海

立

務

安

林

保

指

イ

る

町

木

村
間

部

林
に

の
山

の

森
伐

次
治

報

採

備
る

」
及

伐

整
係

図
課 頃

の

画
林

び
豊

計
森

及
び

で
は

め
次
度
の
役

定
、

次
町

限

伐主
標
と

お
に

る
の

と
場

とこるすを採伐てしと

木
定

林

主
が
準
お
次
り
備

伐

森

、

施

定

は
の

予

伐

定

の

所

に

の

伐
採
業

林

択

の
件
法
。

場

る
方

在

よ

要
目

平び及課山治部

次
所

的

備

中
の
土

に場役町取

木
定

主
主
村
間
木
に
伐
の

の
伐
伐
森
伐
の
次

、
し
整
係
採
図

施

は
と
林

及

採
業

択
て
備
る
の
」

伐

採
画
林
度
び

伐
伐
計
森
限

よ
を
で
は
並

要
の
に

次
に
の

る
す
定
、
び
次

方

こ
る
の
植
と

件
法
。
る
め

が
準
お
の
り

と
標
と
栽
お

木

部

林 森

伐
の
山

定

の
次
治

予

定

び

の

の
」
及

林

の

採
図
課

並

取

在

目

度
び
平

所

限
及

場

に
の
役

所

的

び
次
町

場

土

栽
お
に

い
ら

植
と
の
り
備

沙
て

）
の
伐
森
伐

。
そ
主
村
間

備
る

の
し
整
係

他
と
林
に

に
採
画
林

林
伐
計
森

森
て

め
次

い
す
定
、

つ
を
で
は

、
と
標
と

は
こ
る
の

て
る

置

伐
り
の
」
え

主
が
準
お

て

齢
す
お
、
い

期
と
と
は

覧

上
。
と
略
縦

以
る
り
省

。
そ
供

も

る
、
に

の

す
し

る

面
。

す

図
る

と

の
す

の 。

及
）

第

該当、は木立るきで

び関

所の木立

豊
示
流

郡
に
の

川
図
砂

在

備

長
分
防

町
部
の

頃
す
出

限
節
に る。

・
）
・

るす供に覧縦てい置え ）。

き
期
と
法
は

で
伐
り
方
」

立
以
る
期
省

る
齢
す
・
、 、

は
の

及
し

木
上
。
間
略

と

種
の

当
の

樹
そ

、
も

び

。

次
及

木
る

面

立
す

図

該

砂

在

と
関

所

の
び

の

置

郡
の

の
の

方
」
え

流
次

ま

・
、
い

平
図

流
３

法
は

町
示

の
で

期
省
て

取
に

出

及
し
覧

字
す

防
、

間
略
縦

備

び
、
に

川
部 に
１

樹
そ
供

向
分
の

種
の
す

限
、

の

図
る
面
。

る
２

３

の
び

）
・

の

次
及
）

。 、

に
き
期
と

伐
で
伐
り

と
関

上
。

る
立
以
る

係
る
齢
す

当
の

種
、
も

採
は
の

伐
木

な
木
る

め
立
す

定
該
と

を

係

在
。
所

い
の
。

書 を類 北

号

水道海 産

市る係に村町市るす

お
係

ていつに筆３上以

町

す
を

市

と
類

る

り
書

す る

水

係

道

に

。
海

村

る
北

市

産

お
係

の
４

と
類

の

り
書

１

る
北

上
、

す
を

以

。
海

２

す

産

つ
か

水

に
１

道

筆
の

市る係に村町市る



た
成

林
和

平

農
昭
。

水産
年
大
法

年

臣
律

道海北

イ

告

林

示

町

立

務

第

主
村
間
木

部

伐
森
伐
の
次
治

ア
伐

定

木
定

主
立

指
指

林

保

イ

町

立

務

安

村
間

部

林

木

主伐
森
伐

次
治

予

ア

保

指
指

平

安

立

成

林

主
木
定

予

伐

定

年

か
第

月

ら

日

よ
第
の
）
次
号
、

お
林
に
安
３
保
の
に
条
う

て
指
い
の

と
林
に
伐
の
山

号

る
の
」
及

し
整
係
採
図
課

び
浦

伐
計
森
限
及
び

て
備

を
で
は
並

幌

採
画
林
度

次
に
の
役

す
定
、
び
次
町

お
に

こ
る
の
植
と
場

る
め

が
準
お
の
り
備

と
標
と
栽

と
法
は
置

で
伐
り
方
」
え

業

る

の

伐
係

施

に
の

き
期

、は
方
種

要
目

の
採伐

採

１
ま

め定

的
件
法

で
土

な

、
砂

い

の
か

、
１
ら

の

４
の

。

す示に

、

図
課

森

林
に

の
山

定

の

部
の

採

備
る

」
及

林

伐

整
係

の

画
林

び
豊

所

計
森

及
び

で
は

頃

在

度
の
役

所

定
、

次
町

場

限

標
と

お
に

る
の

と
場

め
次

の
」
え

勝

準
お
次
り
備

十

るすを採伐てしと
伐
り
期
と
と
は
置

郡

でがとこ

定

は
の

き

施

森

、

月

林

択

の

伐

の

伐
採
業

日

目

の

所

に

在

よ

要

金

場

る
方

曜

所

的
件
法
。

）日

郡
に
の

川
図
砂

中
の
土

次

同
件
る
要
す
業
用
施
準
定 更

第
変
法
を

に
で
定
定
規
予
の
る
条
す

る
期
省
て

る
齢
す
・
、
い

し
覧

木
上
。
間
略
縦

立
以

そ
供

、
も

び
、
に

は
の

及
図
る

該
と

種
の
す

当
の

樹

。

次
及
）

木
る

面
。

立
す

す

お
係

在

と
関

所

の
び

の

２

の
流

る

り
書

１
出

の

、 活
３

４
防

ま

字
の

、
の

３
８
、

平
、

の
備

で
か
字

、

４
園

ら
１

ら
美

か
の

の
１の

ま
に分

、
３

で
、

で
の

ま
１

、）。る限 らか

、

、
２

でま

省
て

幌

齢
す
お
、
い

浦
、

字

上
。
と
略
縦

町

以
る
り

川

も

る
、
に

富

の

す
し
覧

の

。
そ
供

と

の
す

す

図
る

・

る

面
。

。

及
）

は木立る

係

２

関

上

び

以 筆

す在所の木立該当、

部
の

頃
す
壊

豊
示
崩

る

書

る
別
限

作
に
備

礼
分
防

町
。）
・ １の

北

森
知
、
通
旨
る
る
よ
あ

以

法
っあ

林
が

ア

町

す
を

市

と
類

安

立

保
変

る

水

係

道

に

。
海

村

る
北

３

市

産 林

指
の

イ

町

立

務

定
所

４
の
の
１

の

か

１
の 、

、
ら

、
１

６
２
の
の

の 、１
の
４
２ ア

の
保
変

、２の ２、２の
い

を

つ

類

に
定
所
安

立

指

イ産

図

水

の

道

次

海

て

北

林

市る係に村町市

筆２上

町

立

務

海

ていつに

道

１

ア

公

次

更

定
所
安

立

指
の
保
変

林
の

し
の

森

と

の

後
木

林

い
採

定

つ

定
指

に
伐
指
て

要
方

た

は

業
れ

て
の

さ
施

は伐

的
件
法
主

目

、

村
間

部

施
在

山

要
所

森
伐

次
治

業
場

木 伐

整
係

図
課

件

の

林
に

の

計
森

及
び

更

備
る

」
及

変

は

川

定

の

画
林

び
中

予

採

で
次

の
役

安

限

定
、

次
町

保

と

お
に

る
の
度
と
場

林

め

中
そ
主

更

準
お

り
備

る

標

と

の
川
の
伐

後
木

在
林

次

し

の

所
し
の

森
町
他
と

場

指
て

林

の
の
林
伐

定
指

に
次
森
て

伐 の

さ
施

い
図
に
採

採

定

つ は
示
い
す

業
れ

て
に
つ
を

は
こ

目

、
す
て
る

要
方

た

施

伐
分
、
と

的
件
法
主
部

林安保定予更変件要業
る

は
に
主
が

主
村
間
木

部

に
伐
の
山

伐
森
伐
の
次
治

」
及

し
整
係
採
図
課

と
林

伐
計
森
限
及
び

て
備
る
の

で
は
並

連

採
画
林
度
び
風

を

次
に
の
役

す
定
、
び
次
町

お
に

こ
る
の
植
と
場

る
め

伐る係に伐主
と
標
と
栽
お
の
り
備

め定、は種採

と
後
木

施
在
林
更

な
が
準

の

要
所
し
の

業
場

報

採

更

定
定

変

指

伐
指

件

て

方

保

た
業

定

れ

の

予

さ
施

水

、

る
林

的
件
法

安

目
要

養

る

ん

よ

か

に

の

伐

源

択

置

）

伐
り
次
」
え

上
。

。

齢
す
と
、
い

川

期
と
の
は

り
略
縦

下

以
る
お
省
て

郡

、
に

町

の

と
し
覧

川

上
。

の

る
そ
供

も

す

林

す

図
る

有

と

。
の
す

国

関び

次

。

及
）

。

る

面
。

る
に
き

。
土

、
限
伐
で

の

る
立

の

伐
。
係
る

）
砂

択 る

採
は

出

よ

伐
木

流

に
）

定
該

備

を
当

防

。

種
、

の

川中

。
所

い
の
な
木
め
立

町川中郡

方
」
え

の

在

次。林有国

い

き
期
と
法
は
置

で
伐
り

以
る
期
省
て

る
齢
す
・
、

及
し
覧

木
上
。
間
略
縦

立

樹
そ
供

、
も

び
、
に

は
の す

図
る

該
と

種
の
す

当
の

の
。

次
及
）

木
る

面
。

立

。
風

在

と
関

。い
所

の
び

連

備

風

防

郡

の

川
）
害

上 町
知
次

道
。
海
林
北
有国

第

の
事

部

北

す

を

示

類

に

書

図

係

市るす

産

限

水

に

道

分

海

す示に図

市る係に村町

る

り
書

す

お
係

限に分部

海

村

る
北

町

す
を

市

と
類

図

市

産

る

水

係

道

に

。

に
高 橋
示 部す

号

み
に
る
分
は

限



イ

平

林

成

立

務

村町
間
木

部

年

５

森
伐
の
次
治

ア

主

更

定
所
安

立

指
の
保
変

場
と

伐
伐

後
木

施
在
林

主

林

ア

イ

業

立

町

立

務

主
主
村
間
木

部

４

伐
伐
森
伐
の
次
治

木

務

定
所
安

林

指
の
保
変

イ

更

立木

部

施
在
林

の
次
治

業
場
と
後

の
伐
森
伐

下
そ
主
村
間

町

川

に
伐
の
山

月

係
採
図
課

る
の
」
及

日

林
度
び
士

森
限
及
び

金

は
並

別

曜

、
び
次
市

日

次
に
の
役

）

り
備

と
栽
お
に

の
植
と
所

計備整林
り
方
」
え

お
の
は
置

伐準標るめ定で画

の

要
所
し
の

に
と

期
と
法

変

指

る
て

伐
指

件

て

係
し

さ
施

採
採

採

更

定

伐
伐

定
た

は
す

業

定

れ

種
を

の

予

法
定
こ

安

目

、
る

要
方

保

風

い
で

な
が

め
と

林

的
件

林
に
伐
の
山

別

害

。
き

士

係
し
整
係
採
図
課

の
に
と

及
び

る
て
備
る
の
」
及

伐

林
度
び
和

採
伐
伐
計
森
限

種
を
で
は
並

寒

の
採
採
画

の
役

方
は
す
定
、
び
次
町

る
の
植
と
場

、
る
め
次
に

め
と
標
と
栽
お
に

法
定
こ

方
」
え

な
が
準
お
の
り
備

き
期
と
法
は
置

い
で
伐
り

件

て

伐
の
山

要
所
し
の

。

定

の
」
及

変

指
指

採
図
課

び
下

予

さ
施

限
及
び

更

定
業

並

川

定

れ

度
の
役

安

目
要

び
次
町

保

た

栽
お
に

植
と
場

林

的
件

に 方
」
え

上
。
水

の
り
備

る

他
と
林
に

川

法
は
置

）
源

の
し
整
係

町 の
林
伐
計
森

次
森
て
備
る

に
つ
を
で
は

図
に
採
画
林

す
て
る
め
次

示
い
す
定
、

分
、
と
標
と

部
は
こ
る
の

限
伐
で
伐
り

に
主
が
準
お

て

す
・
、
い

る
に
き
期
と

及
し
覧

。
間
略
縦

る
期
省

る

種
の
す

樹
そ
供

び
、
に

と
関

の
び

次
及
）

面
。

図
お
係

北

。るすとのもの上以齢

防

立

市

の

る

り
書

該

。

当

林

、

有

は

国

備

木 在

示

所

に

の

図

木

の

立

次

齢
す
・
、
い

分

る

部

す

す

間
略
縦

立
以
る
期
省
て

る

、
に

は
の

及
し
覧

木
上
。

の
す

当
の

樹
そ
供

、
も

び

る

面
。

立
す

図
る

該
と

種
関

所

の
び

の
。

次
及
）

木

い

の

る

り
書

す

お
係

在

と

縦

ん

和

期
省
て

か

郡

・
、 、

に

町

及
し
覧

養

寒

間
略

樹
そ
供

び
面
。

林

図
る

有

種
の
す

国 の

と
関

の
び

次

次
及
）

。

係
る
齢
す

に

り
書

図

お
係

伐
木
上
。

）
る
立
以
る

。

と

を
当
の

種
、
も

採
は
の

の
。

な
木
る

め
立
す

定
該

す
を
と
類

るす在
。
所

い

る
北

海

産水道
。
海

道

ア

公

限

町

に

市
所
安

立

の
保
変

８市る

）

係

。

に

る

村

林

指

イ

町

す
を

市

と
類

町

立

務

定

る

水

係

道

に

。
海

村

る
北

７

市

産

ア

と
類

定
所
安

立

指
の
保
変

分

。
海

部

る
北

す

す
を

示

林

イ

産

限

水

に

道

市る係に村町市

町

立

務

６

更

定
所
安

立

指
の
保
変
ア

森
町

と

の
連

後
木

林

次
風

の

し
の

報

指
て

林
図

採

定

つ
の

定
指

に
次

伐
は
示

業
れ

て
に

の

さ
施

い

件
法
主
部

目

、
す

要
方

た
る

は
に

所場在

伐
分

的

村
間

部

施

に

の
山

要

森
伐

次
治

業

木

及

変

伐

整
係

図
課

件

の

林

予

採

計
森

及
び

更

備
る

」

で
は

日

定

の

画
林

び
朝

次

の
役

安

限

定
、

次
町

保

と

お
に

る
の
度
と
場

林

め
すを採伐てしと伐主

標

そ

更

が
準
お

り
備

とこる

の
日
の

後
木

施
在
林

次
朝

要
所
し
の

森
町
他

業
場
と

指

件

て

林

の

の
つ
の
林

定

変

指

に
次
森

伐 の

予

さ
施

い
図
に

採

更

定 た

は
示
い

業

定

れ

て
に
つ

部
は

安

目

、
す
て

要
方

保

に
主

伐
分
、

林

的
件
法
主

る

は

主
主
村
間
木

部

伐
の
山

伐
伐
森
伐
の
次
治

し
整
係
採
図
課

に
と
林
に

及
び

る
て
備
る
の
」
及

係

画
林
度
び
士

伐
伐
計
森
限

種
を
で
は
並

別

採
採

に
の
役

は
す
定
、
び
次
市

こ
る
の
植
と
所

、
る
め
次

り
備

め
と
標
と
栽
お
に

定
木

施
在
林
更

な
が
準
お
の

て

の

要
所
し
の

業
場
と
後 施

採

更

定
定

変

指

伐
指

件

要
方

保

た
業

定

れ

の

予

さ

る

水

、
限

林

的
件
法

安

目

ん

よ

か

に
）

の

伐
。

源

択 。

養

る

第

）。

と
の
は
置

伐
り
次
」
え

上

省
て

郡

齢
す
と
、
い

川

期

連

上
。
り
略
縦

風

以
る
お

供

も

す
、
に

町

の

と
し
覧

の

る
そ

林

す

図
る

有

と

。
の
す

国

で

び

次

。

及
）

。

る

面
。

木立該当、は木立るき

。
水

、
限
伐

在

の

関

所の

伐
。
係

川
）
源

択
る
に

上

ん

よ

伐

朝

か

に
）
る

郡

の

を

。

種

町

養

る

採

日 次

。い

。

な

林

め

有

定

国

は
置

い
で
伐
り
方
」
え

の

齢
す
・
、
い

。
き
期
と
法 間

略
縦

立
以
る
期
省
て

る

、
に

は
の

及
し
覧

木
上
。

の
す

当
の

樹
そ
供

、
も

び

る

面
。

立
す

図
る

該
と

種
関

所

の
び

の
。

次
及
）

木

か

市

の

別

源

士

水

在

と

に図の次。林有

養

国

ん

す示

号

部

北

す

を

示

類

に

書

図

係

市るす

産

限

水

に

道

分

海

す示に図

市る係に村町

る

り
書

す

お
係

限に分部

海

村

る
北

町

す
を

市

と
類

分部

市

産

る

水

係

道

に

。

）。る限に



林

イ 立

務

間
木

部

伐
の
次
治

ア
更

定
所
安

立

町

指
の
保
変

伐
森

後
木

施
在
林

主
主
村

林

イ

業
場
と

伐

町

立

務

下
そ
主
村
間
木

部

９

川
の
伐
森
伐
の
次
治

ア
次

更

定
所
安

立

指
の
保
変

と

の

後
木

部務林

施
在
林

イ

治

業
場

平

町

立

成

そ
主
村
間
木

の
伐
森
伐
の
次

年

」
及

係
採
図
課

に
伐
の
山

林
度
び
和

森
限
及
び

る
の

は
並

寒
と
場

次
に
の
役

、
び
次
町

お
の
り
備

と
栽
お
に

の
植

と
林

と
法
は
置

り
方
」
え

て

係
し
整

の

要
所
し
の

に

計

定

変

指

る
て
備

伐
指

件

さ
施

採
採
画

採

更

定

伐
伐 す

定

業

定

れ

種
を
で

の

予 安

目

、
る
め

要
方

保

た

は め
と
標

林

的
件
法
定
こ
る

上
。
水

い
で
伐

る

な
が
準

に
伐
の
山

川
）
源

。
き
期

の
し
整
係
採
図
課

他
と
林

限
及
び

森
て
備
る
の
」
及

採
画
林
度
び
下

林
伐
計
森

つ
を
で
は
並

川

に

に
の
役

い
す
定
、
び
次
町

こ
る
の
植
と
場

て
る
め
次

り
備

、
と
標
と
栽
お
に

は

伐
り
方
」
え

主
が
準
お
の

町
伐
で

限に分部す示に図の次

の

森
る
に
き
期
と
法
は
置

に
伐
指

件

て

林
の

要
所
し さ

施

い
採

更

定

つ

定

変

指

方

保

た

は

業

定

れ

て
の

予

伐

林

的
件
法
主

安

目

、

要

び及課山

上
。
水

、

る

は

源

択

え備に場役町連風

他
と
林
に
伐
の

置

川
）

の
し
整
係
採
図

月

森
て
備
る
の
」

林
伐
計
森
限
及

日

に
採
画
林
度
び

つ
を
で
は
並

金

い
す
定
、
び
次

曜

て
る
め
次
に
の

日

は
こ
る
の
植
と

）

準
お
の
り

、
と
標
と
栽
お

法
は

伐
で
伐
り
方
」

主
が

省
て

す
・
、
い

に
き
期
と

に

及
し
覧

。
間
略
縦

る
期

図
る

種
の
す

樹
そ
供

び
、 係

と
関

の
び

次
及
）

面
。

か

立
以

郡

の

る
齢

り
書

お

も

町

養

は
の

寒

ん

木
上

和

当
の

、

。

木
る

林

立
す

有

該
と

国 に

る

図

す

の

在

次

所の
。

期
省
て

係
る
齢
す
・
、
い

木
上
。
間
略
縦

る
立
以
る

び
、
に

採
は
の

及
し
覧

伐

す

を
当
の

樹
そ
供

種
、
も

め
立
す

図
る

定
該
と

種
の

の
。

次
及
）

な
木
る

面
。

お
係

在

と
関

。
所

の
び

い

に

郡

の

伐

る

り
書

）。

す

。

町

養

る

川

ん

よ

下

か

縦てい

図の次。林有国

・
、

に

）。るす供に覧

る
立
以
る
期
省

係
る
齢
す

は
の

及
し

伐
木
上
。
間
略

当
の

樹
そ

種
、
も

び
、

採 め
立
す

図

定
該
と

種
の

を

び

い
の
。

次
及

な
木
る

面

す

お
係

在

と
関

。
所

の

北

海
る
北
す
を
と
類

る

り
書

立
立

役市

ア
イ

産水道
。

に

係

分

に

部

村

す

町

示

市

限

市る

林

指
の
変

イ

町

す
を

市

と
類

立

務

定
所

る

水

係

道

に

。
海

村

る
北

市

産
ア

示

定
所
安

立

町

指
の
保
変

林

イ

限に分部す

北

町

す
を

市

と
類

町

立

務

村

る

海

市

産

る

水

係

道

に

。
海

道

ア

公

定
所
安

立

指
の
保
変

所
と
関

の
の
の
び
次
及

木
木

」
役

採
採
り
町

お
係

伐
伐

省
備

方
限
、
に
は
場

の
の

更

、
い
し
置

法
度
略
え

間

部

施
在
要
所
の

伐

次
治

業
場
後

木

指

係

図
課

件
と

の
に

の
山 び

更
定
定

る

」
及

変
指

伐 の
林

び
士

予
の
施

採
森

及

業

は

別

定
目

の
役

安

要

限
、

次
市

保
的

と

お
に

の
度
と
所

林

件

次

施
在
林

主
主
村

更

お

り
備

と
林

業
場
と

伐
伐
森

後
木

て

係
し
整

の

要
所
し
の

に

計

定

変

指

る
て
備

伐
指

件

さ
施

採
採
画

採

更

定

伐
伐 す

定

業

定

れ

種
を
で

の

予 安

目

、
る
め

要
方

保

た

は め
と
標

林

的
件
法
定
こ
る

な
が
準

そ
主
村
間
木

部

伐
の
山

の
伐
森
伐
の
次
治

し
整
係
採
図
課

他
と
林
に

及
び

森
て
備
る
の
」
及

の

画
林
度
び
士

林
伐
計
森
限

つ
を
で
は
並

別

に
採

に
の
役

い
す
定
、
び
次
市

こ
る
の
植
と
所

て
る
め
次

別士
、
と
標
と
栽
お
に

は
市

り
備

分部す示に図の次

在
林

次

更

に
主
が
準
お
の

し
の

森

業
場
と

の

後
木

施

の

要
所

報

つ

定

変

指

に
伐
指

件

て

林

れ

て
の

予

さ
施

い
採

更

定

安

目

、

要
方

保

た

は

業

定

次
そ
て

は伐

林

的
件
法
主

に

し
と
関
覧

更
の
の
縦

変
と
類
す

い
り
書
供

な
お
係

。
海
）

る
北
。

す
を
る

。

次
」
え

次
昭

務林産水道

と
の
は
置

に
和

り す
と
、
い

掲

略
縦

る
８

る
お
省
て

げ
年

と
し
覧

告
月

。
り す
、
に

示

。
の
す

定
農

る
そ
供

で
日

と
産

面
。

る
水

図
る

め
林

で
伐

関

ろ
告

び

こ
省

及
）

る
齢

別

害

。
き
期

士

干

い

防

立
以

市

の

林

、
も

有

は
の

国

備

木
上 る

の

立
す

次

該
と

。

当
の

え

す

在

示

所

に

の
。

図

木

と
法
は
置

伐
で
伐
り
方
」

係
る
齢
す
・
、
い

に
き
期

間
略
縦

る
立
以
る
期
省
て

採
は
の

及
し
覧

伐
木
上
。

の

樹
そ
供

種
、
も

び
、
に

図
る

定
該
と

種
の
す

を
当

及
）

な
木
る

面
。

め
立
す

る限
。
所

の
び

い
の
。

次

源

択

士

水

、

在

と
関

）。

か

に

市

の

伐

別 次。林

。

有

養

る

国

ん

よ

示に図の

第

す

示

寄名にび並課山治部

書

よ
第

係

に

類

る

を

。

る

部

す

産水道海

３

北

号

係

。

に

る

村

限

町

に

市

分

類

る

り
書

す

お
係

市る

）

。
海

村

る
北

町

す
を

市

と

部

市

産

る

水

係

道

に

に分 限る

号

）。



平

役

指
の
変

成

更

場

定
所

に

施
在
後

年

備

業
場

次

定
所

立
立

役

指
の
変

ア
イ

に

施
在
更

所 備

業
場
後
木
木

次

定
所

立
立

市

指
の
変

ア
イ

更

役所

施
在

次
及

業
場
後
木
木

定
所

立
立

役

指
の
変

ア
イ

更

所に

施
在

次
備

業
場
後
木
木

更

定
所

立
立

指
の
変

ア
イ

業
場
後
木
木

施
在

え

要
所
の

月

指

置

件
と

い

変
指
定

日

縦

予
の
施

て

更
定

金

業

覧

定
目

曜

要

に

保
的

日

供

安

）

との
）

次
平

。るす

林

件

そ、し略省、は」りお

と

の
の

え

要
所
の

の

に
成

定
定

い

変
指

伐
伐

指

置

件

の
の

縦

予
の
施
採
採

て

更

要
方
限

に

保
的
業

覧

定
目

次

。るす

林

件
法
度

供

安

は」りおとの
）

次
平

変

に
成

更
の

そ、し略省、

件
と

の
の

の
び

要
所
の

の

定

お
日

変
指

伐
伐

指

と
朝 役

予
の
施
採
採

り
町

更
定

保
的
業

は
場

定
目

の
の

」

法
度

省
備

安

要
方
限

、
に

変
次

、
い

し
置

略
え

林

件

の
縦

に
成

更
の

そ
て

次
平

置

件
と

の
の

の
え

要
所
の

定
定

お
い

変
指

伐
伐

指

と 」
縦

予
の
施
採
採

り
て

更

に

保
的
業

は
覧

定
目

の
の

件
法
度

省
供

安

要
方
限

、

平

変
次

、
。

し
る

略
す

林

所
の

の

に
成

更
の

そ
）

次

変
指

伐
伐

指

件
と

の
の

要

の
の

予
の
施
採
採

更
定
定

度

安

要
方
限

保
的
業

定
目 和

更
の

次
昭

変
次

林

件
法

に

掲 で
日

示
２

告
月

る
９

げ
年

こ
省

と
産

る
水

め
林

定
農

に
示

ろ
告

北

産水道海北を類書係関

掲
４

し
と

治

よ
第

部務林

い
り

げ
年

な
お

る

す

告
月

。
と

示 る
水

め
林

定
農

。

で
日

る

係関

に
示

ろ
告

こ
省

と
産

務林産水道海北を類書

関
覧

掲
４

し
と

治

よ
第

部

い
り

係
に

げ
年

な
お

書
供

る

す

類
す

告
月

。
と

を
る

示

海
）

定
農

。

北
。

で
日

る

省

産

と
産

水

る
水

道

め
林

よ
第

部

に
示

務

ろ
告

林

こ

げ
年

な
お

関

掲
４

し
と

治

い
り

係書

る

す

類

告
月

。
と

を

示 め
林

海

定
農

。

北

で
日

る

林

こ
省

産

と
産

水

る
水

道
と

治

よ
第

部

に
示

務

ろ
告

し

掲

。
と

る
８

い
り

げ
年

な
お す

告
月
示 る

水
め
林

定
農

。

で
日

る

よ
第

に
示

ろ
告

こ
省

と
産

る。
号

海

２

道

ア

公

の町日朝び及課山
保
変

所
安

立

る。
７号

林

指

イ

市別士び及課山
町

立

務

定

山

る

課

。

別士にび

４

並

号 ア

定
所
安

立

風

指
の
保
変

山

る

課

。

市別士び

１

及

号

所

立
立

場

指
の
変

役

ア
イ

定

る。

主

更

立
立

場役

ア
イ２号

の

は
と

と

伐
伐

後
木

林

主
の

し

報

伐

定
指

択
て

伐
指
て

、
し

よ
を

の

さ
施

に
採

採

定

伐

目

。
る

要
方

た

る
す

業
れ

が

所場在

と

的
件
法

こ

村
間
木

部

施

伐
の
山

要

森
伐
の
次
治

業

及

変

整
係
採
図
課

件

林
に

計
森
限
及
び

更

備
る
の
」

は
並

連

定

画
林
度
び
風

予

で

に
の
役

安

定
、
び
次
町

保

お
に

る
の
植
と
場

林

め
次

採伐てしと伐主
標
と
栽

準
お
の
り
備

とこるすを

後
木

施
在
林

次
連
そ

更

が

し
の

森

他

業
場
と

の
町
の

の

要
所

に
の
森

伐
指

件

て

林
次
の に

採

更

定

つ
図
林

定

変

指 れ

て
示
つ

の

予

さ
施

い
に

て

要
方

保

た

は
す
い

業

定

的
件
法
主
分
は

安

目

、
部

更

る

は
限
主

伐
に
、

林

施
在

に

の

の
え

業
場

次
備

後
木
木 伐

指

件
と

と
置

の
の

要
所

更
定

り
て

定

変
指

お
い

伐

覧

の
の

予
の
施

」
縦

採
採

方
限

保
的

、
に

業

定
目

は

林

件
法
度
略
す

安

省
供

要

、
。
し
る

に
と
置

の
の
の
え
次
備

木
木

」
縦

採
採
り
て

お
い

伐
伐

省
供

方
限
、
に
は
覧

の
の

公

で

、
。
し
る

法
度
略
す

、は

健

木

保

立

の

る

衆

き の木立該当

第

在所

法
は
置

寄

伐
り
方
」
え

名

省
て

齢
す
・
、
い

市

期
と

以
る
期 及
し
覧

有

上
。
間
略
縦

国

樹
そ
供

。

も

び
、
に

林

の す

図
る

の

と

種
の
す

次

の

示

。

次
及
）

に

る

面
。

図

当、は木立るきで

の
び

伐
在

と
関

す

所の木立該

）
害

択
。
に

上
。
干

、
る

風

防

に

る

郡

の

伐
）
係

川

を

。

種

町

る

採

連

備

よ

伐

次

。い

。

な

林

め

有

定

国

更
の
の

次
平

変
次
そ
）

の

し
と
関

に
成
掲 る
９

い
り
書

げ
年

な
お
係 北

示
２

す
を

告
月

。
と
類

め
林

道

定
農

。
海

で
日

る
務

こ
省

林

と
産

産

る
水

水

関

更
の
の

変
次
そ
）

ろ
告

と
類

い
り
書

な
お
係

し
と

産水道
。
海

る
北
す
を

。

す

務林

る 町市 村

号

る係に 市

限

と
類

に

り
書

分

お
係

部

道

）

。
海

。

る
北

る

す
を

る係に村町市るす

産水

部

限に分部す示に図

市

山

よ
第

治

に
示
る

課

。

山治部

町川中

３

び

号

及

町係関び及課



林

イ 立

務

間
木

部

伐
の
次
治

ア

士
そ
主
村

更
安

立

町

保
変

と

の
別
の
伐
森

後
木

林

次

林

指
の

イ

町

立

務

定
所

村
間
木

部

施
在

主伐
森
伐
の
次
治

業
場

ア
次
下
そ

更

所
安

立

の
保
変

在
林
場
と

の
川
の

後
木

施定指

林

イ

業

平

町

立

務

成

村
間

部

森
伐

次
治

木

年

」
及

係
採
図
課

に
伐
の
山

林
度
び
士

森
限
及
び

る
の

は
並

別
と
所

次
に
の
役

、
び
次
市

お
の
り
備

と
栽
お
に

の
植

と
林

と
法
は
置

り
方
」
え

林

の
し
整

の

し
の

森
市
他

指
て

伐
計

定
指

に
次
森
て
備

伐
い
図
に
採
画

採

定

つ
の
林

業
れ

て
に
つ
を
で

の

さ
施

る
め

要
方

た

は
示
い
す
定

法
主
部
は
こ
る

目

、
す
て 主

が
準

伐
分
、
と
標

的
件

き
期

干

、
限
伐
で
伐

は
に

に
伐
の
山

要
所

害

択
る
に

」
及

変

整
係
採
図
課

件

林

予

計
森
限
及
び

更

備
る
の

で
は
並

川

定

画
林
度
び
下

に
の
役

安

定
、
び
次
町

保

お
に

る
の
植
と
場

林

め
次

え

士

準
お
の
り
備

標
と
栽

を採伐てしと
伐
り
方
」
法
は
置

別

でがとこるす

の

所
し
の

森
町
他

き
期
と

指
て

林

の

定

つ
の
林

定
指

に
次
森

伐
て
に
つ

の

さ
施

い
図
に

採

す
て

要
方

た

は
示
い

業
れ

分
、

的
件
法
主
部
は

目

、

。
干

、
限
伐

る

は
に
主

伐

上林安保定予更変件要

林
に

の
山

川
）
害

択
る
に

の

整
係

図
課

月

備
る

」
及

伐

計
森

及
び

日

画
林

び
名

採

で
は

寄

の

金

定
、

次
市

曜

め
次

の
役

限

日

る
の
度
と
所

）

」
え

準
お

り
備

標
と

お
に

、
い

期
と
の
は
置

伐
り
次

。
間
略
縦

る
期
省
て

す
・

す

樹
そ
供

び
、
に

及
し
覧

び
次
及
）

面
。

図
る

種
の

係
る
齢

り
書

お
係

と
関

の

上

防

に
）
る
立
以

の

伐
。

、
も

る

採
は
の

備

よ

伐
木 立

す

定
該
と

を
当
の

。

種
在

。
所

い
の
。

な
木
る

め

省
て

齢
す
・
、
い

市

るす

以
る
期 及

し
覧

有

上
。
間
略
縦

国

樹
そ
供

。

も

び
、
に

林

の す

図
る

の

と

種
の
す

次

の

示

。

次
及
）

に

る

面
。

図

立る

お
係

部

と
関

す

の
び

在所の木立該当、は木
る

の

伐
。
係

る

り
書

分

す

。

種

る

採

備

よ

伐

防

に
）

町川下郡

。いなめ定を

、
い

に図の次。林有国

略
縦

以
る
お
省
て

齢
す
と す

、
に

の

と
し
覧

上
。
り

る

と

。
の
す

の

る
そ
供

も

関び

。

及
）

る

面
。

す

図 係

北

道
。
海
る
北
す
を
と
類

書

産水
示告道海北

市る係に村町市

豊

豊

田

洞

尾

湧

。

る
北

る

す
を

限

と
類

に

更

の

１
２

産水道

）

。
海

し
そ
日

路

ら
成

路
路

た
の
か
平

道
道

道市る係に村町市
。
関

の
の

法路

係
２

道海北

イ

告

林

限に分部す示

示

北を類

町

立

務

海

産水道海

道

ア

公

定
所
安

立

指
の
保
変

第 号

線

線

場

場

車

車

停

停

頃

頃 郡
郡

川
川

川
川

中
中

中
中

頃
頃

頃
頃

豊
豊

豊
豊

郡
郡

宮
宮

二
二

二
二

町
町

町
町

宮
宮

地
地

２
地

１
２

番
番

番
番

線
地
先

類
線

図
週
年

種
路

面
間
は
、
月

名
名

及

、
一

区

域

海
の

道
区

北
般
日

道
び

道
す
部
供
設
に

建
覧

道
縦

路
る

和昭 第律法年 第）号

整
。

条
第

村
間

部

木

森
伐

次
治

の

林
に

の
山

号

び

備
る

」
及

伐

整
係

図
課 別

の

画
林

び
士

採

計
森

及

で
は

所

め
次

の
役

限

定
、

次
市

伐主
標
と

お
に

る
の
度
と

とこるすを採伐てしと

施
在
林

主

更

が
準
お

り
備

所
し
の

は

業
場
と

伐

後
木 の

要

報

伐

定

変

指

択
伐
指

件

て

、

れ

よ
の

予

さ
施

に
採

更

定

安

目

。

要
方

保

た

る

業

定 林

的
件
法

後 ら
で
か
ま

ら
で

か
で

か
ま

先
ま

先
先

前

後

後

前

後

ら か
ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で
ら
で
ら
で

課備

間

び及

更変

北

前

海

の後

道

別

帯

敷

広

地

土

北

の

木

海

員幅

定規の項１第

業

知

現

道

路道、りよに

延

は
置

伐
り
次
」
え

の

所

事

省
て

齢
す
と
、
い

期
と
の

し
覧

上
。
り
略
縦

以
る
お

の

る
そ
供

も

す
、
に

の

と

る

面
。

す

図
る

と

。
の
す

は木立るきで

び

。

及
）

公

在

関

所の木立該当、

保

市

の

別

衆

士 示に図の次。林有国

健

第

す

田
複
尾
重
道
線
道
場

豊頃停車

尾
重

道
線
道
線

道
場
道
場

田
複
田
複

尾
重
豊

豊

頃

頃

停

停

車

車

備

高

に

長

え

国

置

橋

道

い

と等

て

は

の

、

る

複重

告

み

区

示

間

係

変りおとの次を域区

るす

産水道海北を類書

部

市る係に村町市

に分 限る

号

）。



ぶ
点

欄

結
補

３
中

線

後

平

志
の
永
、
か

成

檜
事
豊
基
ら

山
項
地
点
補

年

点

供

沿
を
区

北

昭
そ
す

海

和
の
る
平

道

関
。
成

告

年
係

示

北
図

年

第

海
面

の

北

道
そ
日

路
道

海

路
の
か
平

道

道

法
関
ら
成

告

居

係
２

示

線

昭
図
週
年

辺

第

本

和
面
間

１
２
３

区
天
林

平

道
路
道

塩
管

成

路

路

郡
理

の
線
の

遠
署

年

種

区

別町

類
名
域

部
供

道
局
そ
設
に

発

建
覧

路
る

法
が
関
道
す

路
長
の
道
係

和
の
面
備

昭
路
図
整
。

岸
次
海
と

月

海
の
岸
基
ま

岸
よ
の
点
で

日

の

保
う
次

全
に
の
を
各

金

区
改
基
結
点

曜

域
め
点
ぶ
を

日

線
順

の
る

）

結

後

ら
基
に

表
。
か
、
次 ぶ

志

基
点

檜

点
と
線

山

道
は

月

告
、

号

道
第
海

示
北

日

中

建

川 本

部

郡

号
設 害

美

保
災

町

岸
防

別

海
砂

別

区
課

蘭

全

は
、
月

別
名
線

年
、
一

号

縦

供
中

律
海
の

法
北
般
日

建
覧

川

第
道 設
に

郡

第
道
す

別

）
部
供

本
用

号

開

路
る

町

整
。

美

２
課

別
始

第
備

蘭

条

国
林

月

有
班
林
は

日

道
名

留
小

道
寄

北
地

萌
班

遠

部
先

別

間
森

線

前更変
前
後

別の後 敷

区
は
課

海
北

法
を
北
び

年
域
、
及

と
開
道

第
の
道
海

律
次 お

発
留 木

第
変
建
土

）
り
局
萌

号
更
設
し
部
現

に

１
。
設
所

第
た
建
業

条

っ

岸

で
点
よ

沿

ま
基

の

の各
を
て

線
れ

牧

を
ぶ
ま

島

点
結
囲

の

に
基
区

岸

次
、
た

海

順

島

結
点
域

牧

ぶ

の

、
補

村

線
と

北

域
及

項

基
点

の
び

先

）
道

地

定
海

１

指
北

番 ま

の
小 現

道

を
木

海

部
土

北

で

一

高

う
に

よ
所

事

の
業

知

次 に
備

及
項 定

地

海
規

３

北
の

番
の

び

間
ら

広
よ

か

帯
に

先

道

区
平

現

道

次
木

海

、
土

北

り
所

事

道

用
成

業

知

の

供

路

開

に
の

始

備

高

の
ら
ら

か
か

地 幅

北

員
で
で

ま
ま

知道海

延

事

長

び

課
え

及

政
備

項

行
に

高

北
い

第

、
置
海
て

項

発
示

２

開
告

第

道
、

条

ら

定

幌
か

規

札
日

の

局
の

発
２

に

開

を

海

点

岸保

と
結

海

及

区

点
線

全

補
ぶ

の

を
び

域

道

点
点
点
点
点

基
基
基
基
基

公

改
え

３点基
４
５
６
７
８

縦

る

る
て

は

す
い
正
置

橋

基
基

欄
の

結
補

に覧

み

。
ぶ
点

中
次

点
点

に

線

志後３
の
次
大
、
を
１
２

檜
事
の
平
基
結

供

の

え
用

期
る

始
て

は

開
い
を

日

置

橋
補
補
補

。
示
る
告

み

す
、 点

点
点
点
点

基
基
基
基
基

点
点
点

道国

橋

と等

は

重の

る

複

み

間区

点
点

基
基
基
基
基
基
基
基

点
点
点
点
点
点

北

部
、

、

設
間

り

建
週

よ

道
縦
海
の

道

北
般

海

、
一

点
点
点
点

基
基
基
基
基

開 点

点
点
点
点
点

基
基
基
基
基

報

か
か
か
か
か

３
４
５
６
７

方
方
方
方
方

ら
ら
ら
ら
ら

角
角
角
角
角

向
向
向
向
向

度
度
度
度
度

角向方らか２点基 度
分
分
分
分
分

線
座
基

項
事
地
点
ぶ

分

を
項
区
を
海
か
及
標
点 か

の
加
岸
ら
び
値
１

次
点
点
＝
ら

事
え
の
基
基 １
－
方

項
る
と
。
の

向

し

基
ま
と

角

、

点
で
補

１
の
点

度

の

か
各

事

ら
点
を

の域区全保岸海岸沿山 後表

基
基
基

志

、
分

項

基
を
結

標
点
点
点
点

基
基
基
座
基

点
点
点
値
か
か
か
か

ら
ら
＝
ら
ら
ら
ら

か
か
か

向

方
方
方
－
方
方
方
方

ら

向
向
向

向
向
向

角
角
角
角

角
角
角

度
度
度
度

度
度
度

基
基

分
分
分
、
分
分
分
分

点
点
点
点

基
基
基
基
基
基

点
点
点
点

ら
ら

か
か
か
か
か
か
か
か

方
方
方
方

ら
ら
ら
ら
ら
ら

向
向
向
向
向
向

方
方
方
方

角
角
角
角
角
角
角
角

向
向

度
度
度
度
度
度
度
度

基
基

分
分
分
分
分
分
分
分

標
点
点
点
点

座
基
基

値
か
か
か
か

－
方
方
方
方

＝
ら
ら
ら
ら

向
向
向
向

角
角
角
角

度
度
度
度

、
分
分
分
分

の
の
の
の
の

秒
秒
秒
秒
秒

向
向
向
向
向

方
方
方
方
方

メ
メ
ト
ト

ー
ー

ー

ー
ー

メ
メ

メ

の
の

ル
ル

ル

ル
ル

ト
ト

ト の

第

の
の

向方の秒

地
地

地

地
地

のルトーメ

か

点
順
ぶ

地

次
線
＝
秒

ら

ま
に
に
－
の方

の

で
結
よ

向

事

の
ぶ
っ

項

各
線
て

ま

点
、
囲

で

を
基
ま

メ

た

ー
の

を

順
点
れ
地

１

次 結
補
域

ル
点

事

に
と
区

ト

の岸沿山檜
ず

ぶ
点

の

項

地

牧島の岸海牧島 村
つ

線

の
の

秒
秒
秒
＝
秒
秒
秒
秒

方
方
方
方

の
の
の
－
の
の

方
方
方

向
向
向
向

向
向
向

メ

メ
メ

ー
ー

ー
ー

ー

の

メ

メ
メ
メ

ト

ト
ト
ト

ト
ト

ト

地

ー

ー

の

の
ル

ル
ル
ル

ル
ル

ル

点

地
地

地
地

地
の

の
の
の

の

地

の
の

秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒

方
方
方
方

の
の
の
の
の
の

向
向
向
向
向
向

方
方
方
方

向
向

メ

メ

ー

ー

ー

ー

メ

メ
メ

メ
メ

メ

ト

ト
ト

ト

ト

ト

ー

ー
ー

ー

ル

ル
ル

ル
ル

ル

ル

ル

ト

ト
地

地

の

の
の

の
の

の

の

の

地

地
地

地
地

地

－
の
の
の
の

＝
秒
秒
秒
秒

方
方
方
方

向
向
向
向

メ
メ
メ
メ
ト
ト

地
ト
ト
ー
ー

の
ー
ー 地

の
の

の
の
ル
ル

点
ル
ル

点
点

点

点
点

地
地

地

号

点
ぶ

り

基
結

繰

、
を

点
点

線

下げ

基
補

、

と
、

の

点
点

事
区全保岸海項の

項

を
と

点

点
点
点

点
点

点
地

の域

点
点

点

点
点

点
点

点

点

点

点
点



５ 入

保

保
に

を
下
札

金

札
入
以
証

３

４

消
参

納

約
幌
札
入
入
開
開

契
札
入 行

札
札
札
札

が
条
市
執

道

２

う
を
央
の

行
項
中

調

納
納
札
の
平

ア
イ

入
次
に
い
成

達

入
入
参
ず

付に札入１
を
す
す

加
れ
年

北

次
海

の
平

補
補

道

と
成

点
点

告

お
示

り
年

第

点基

一

点

基
基
基
基
基
基

基
基
基

点
点
点
点
点

９

平成

基
基
基
基
基
基

年

金
よ

る
税
し

す

証

費
加

付
い
す

。
と
と

と
」
う

こ
等 当

そ
相
、
）
は
。
者
う
る

区
場
場
日
場
日

を
者
額
の

所
時
所
時

名
す
北
所

指
示

西
日

争
所
条
び

競
場
３
及

入

丁

幌
成
に
に

札

６
時
札
平
同
同

に関

目

市

。
。

す

中
年
じ
じ

る

北

央

指

海

区
月

名

道

北

を

出

３
日

小
小

る

期
場
す
に
北

帯
帯

所
者
該
道

型
型

物

る
も
海

行
行

等

に
当
告

進
進

品

限
総
要
る
第

波
波

の

必
す
示

管
管

名

平

称

成
合
な
こ

企
資
と
号

及び

年
画
格
。
に

数

３
部

規定す

量

月 日
推

る

項事る

般
月

点
点

競
号

１ 方
方

札

ら
ら

入

か
か

争
日

向
向

下

角
角

以 入

度
度

札」

分
分

点 角向方らか 度 分

と

秒
秒

点
点
点
点
点
点

秒

８
９

月

か
か
か
か
か
か

ら
ら
ら
ら
ら
ら

日

方
方
方
方
方
方

向
向
向
向
向
向

金

角
角
角
角
角
角

曜日）

度
度
度
度
度
度

分
分
分
分
分
分

む
見
含
の

秒
秒
秒
秒
秒
秒

た
の
っ
）
も
。
積 契

に
額
５
金
の
約
分

午

停

納

条

税
す
費
当
消
相

品

丁
３

さ

物

６
後

止

局

西

な

課

北

い

理

て

管

目
時

れ

１舎

。

庁

と

本

こ

道

い

海

進

物

階

室

品

本
本

基

入

１
１

報

購

情

の こるす有を格

課

資

盤

の

向
向

。

方
方

う

の
の

い

と

）を実

メ

施

道

ト
ト

る

海

ー
ー

す

北

メ
点
地
地

事

の
の

知

ル
ル

。

向方の
の

高

点
点地のルトーメ

方
方
方
方
方

の
の
の
の
の

向
向
向
向
向
向

方

メ

メ

ー
ー
ー

ー
ー

ー

メ
メ
メ

メ

ル

ル
ル

ル

ト
ト
ト

ト
ト

ト

地

地

の
の
の

の
の

の

ル
ル

点
点
点

点
点

点

地
地
地

地

北

消
の
方
上
地
以
び
額
及
る

税
札
費
入

納出

の
の
の
細

こ
こ
こ
詳

室札入局

名
所

捨
税
相

者
契

イ

ア
イ

。 て
事
当
落
で
約

額

提
提

開
に
入

る

そ

号

ア

みるは橋

札
掲
札
落

８

９
っ
約

札
札

落
財
て
契
要
入
入

務

交
札

入
規
者

札
書

参
参

交

道海

６

７

第
う
郵
認
入

公

入

。
便
め
札

札

）
等
な
説

の
入

札
告
札
、

入
公
入
は

契
容
行
説

び
内
執
札

及
の

公
に

は
予
、
書

約
は
は
明

達
あ
す
る

調
で
開
よ

、
定

に

の
変

続
、
。
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を
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３
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、
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に
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－
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西

者るす加参に
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を
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が
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反
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落
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範
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等

る
和
法

め

は

と
道
方

に
海
地

ろ
北
、
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。
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。
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５
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６
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菅
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受
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を
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古
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佐
７
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部
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落
極
達

子

る

智

す

美

関に

平
筆

為 工

札

次

４

幌

の
平

医

と
成

意

科

見
意３
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定
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仕
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ほ
、
ビ

る

品
ソ

等高田

ト
目

札

目
フ
品

入

物る係に換転科学校学

予

は
則

が

法
規

達

品

ほ

の

う

れ

令
い

さ

政
と

定

、
」 。

る

第
）

物 等

の
第

品

条

の

７

む含を額

称

び
か

名

及
条

の）。

。

の
相

、

北
ら

に５の分
者

時
月
。

っ

の

も

着

積

必

見

分
日

の 額金

）

約

。

契

と

た

こ

第

消

入

そ

札

の
に

無

金
５

、

数
の

は

端
分 す

り

す

切
当

と

を
相

効

額

則

低

規

最

務

で

財

内

。る

価

第

の 格

告

か

公

も

各

を

条

数

海
第

入購

目品

量

道 則
で

そ

規
ま

び

務
条

及

財
定

入

の

の

額るす当

和
に

の

め

札

昭

費
札入の上以

及税 び地

号

費消方 税



．

平成 年

．

．

こ
こ
詳

の
の
細

入
入
は

札
札
、

所

約
本

員
る
契

契
日

ア
イ

及

一
と
に

の
語

の
こ
約
名

で

捨
税
す

者
イ

部
。
関

手

る

た
業
金
札
あ

て
事
る
落

金
者
額
者

月 日 金曜日）

及
の
入

び
執
札

契
行
説

約
は
明

は
、
書

、
公
に

調
開
よ

達
す
る

手
る
。

続
。
の停止

本

免

る

に
日

在

に

す

続
び

地

て
通

事

務

い
国

税

事

お

が

当

用

者

担

使
貨

業

を
称 海

便
話
る

い

す
北
郵
電
す

号
語

と

組
道
番
番
言

る

る

は

の
育

及

き

織
教
号

び

、

名
庁

）
あ
入
な
を

額
で
を
と
か

も
か
書
た
し

を
る
札
っ
申

て
税
記
は
る

っ
免
に
者
出

札
業
す
落
と

落
事
載
、
こ

格
で
こ
決
た

価
者
る
札
。

す
る
。
後
し

と
あ
と
定
だ

る
か

速
、

北

等が有り得る。

通貨
－

共

称
十
－

同

及
勝

－

企

び
教

業

所
育

体

在
局
北

総
帯
内

費

画
道

消

地
企
海

等

務
広
線

税 免

課
市

税

東

の
を

や
落

者

南

業

条

事

３

消
が

、
わ

に
者

で
問

か
札

に
見

税
同

札
、

費
共

入
ず

課
体

加
も

の
業

参
積

等
企

者
金

事
場

る
た

税
の

す
っ

で
あ

、
の

者
で

は
額

業
合

消

道海

３

公

型
式
の
概
要

検

造製
事う

代

２

検
又

型
式
の
概
要

検
検

事

定
は

う

定

造製

代

１

検
又

型
式
の
概
要

検
検

事

定
は

う

定

造製

す出提を書

目

出

丁

申

３

遊

で
平

の

遊
の

の

条
務
た

正

機
技

、
成

適

技

代

定
は

検
又

化

の
機

同

あ
っ

等

か
、

の
税

る
て

分
費

免
そ

に

業
成

る
相

事
構

係
に

税
の

課
当

公道海北 安

遊
遊
型
製
定

業

技
技

所

機
機

年
造

の

式
業

報

の
の

所

種
区

者
月

在

類
分
名
名
日

地

株
平
式
成

ぱ
遊
ち
技
ん
機
お
会

こ
の
め
社
年

遊
認
で
ニ

技
定
と
ュ
月

機
及
う
ー

び
ご
ギ
日

行を査検は又

ざ
ン

字大市名桑県重三

定

表
下

型

申
名

遊
遊
型
製

業

者

の
請
称

技
技

所

年
有

造

者
及

機
機

の

効

式
業

の

の
び

の
の

所

期

者

氏

月

氏
住

種
区

在

名

名
所

類
分
名
名
日
間

地

株
平
公
愛
代

式
成
示
知
表

ぱ
遊

の
県
取

ち
技
ん
機
お
会

古
役

こ
の
め
社
年
日
名
締

遊
認
で
ニ

成
市
新

技
定
と
ュ
月
平
屋

機
及
う
ー

中

び
ご
ギ
日

行を査検は又 字大市名桑県重三

定

表
下

型
ざ
ン

年
村
井

申
名

遊
遊
型
製

業

者

の
請
称

技
技

所

年
有

造

者
及

機
機

の

効

式
業

の

の
び

の
の

所

期

者

氏

月

氏
住

種
区

在

名

名
所

類
分
名
名
日
間

地

株
平
公
愛
代

式
成
示
知
表

群
ぱ
遊

の
県
取

馬
ち
技

県
ん
機
ス
会

役

桐
こ
の
ー
社
年
日
名
締
古

生
遊
認
パ
ソ

市
新

市
技
定
ー
フ
月
平
屋
成

境
機
及
お
ィ

中

野

び
ば
ア
日

行を査検は又

表
町

型
け

年
村
井

申
名

等

認
の

規
年

者

請
称

に

定
型

則

者
及

の

関

及
式

第
月

の
び

氏

び
に

９

氏
住

す

名

名
所

法

式
す

第
る

型
関

条
日

群
代

律

の
る

１

馬
表

検
技

項

県
取

定
術

の

桐
締

昭

生
役

和

等
上

規

市

に
の

定

境
井

年

関
規

に

野

法

す
格

よ

町
置

委員会告示第 号

道 公 安

定
す

検
ー

の
ま
式
い

等

式

第

型
検

則規るす関に 第

験

条

試
定

６

第

原之山字部谷深

番

１

番

１番

区

号

号
号

式
い

森

の
ま

月
烏
悠

検
ー

）
三

定
す

日
町
司

か
丁

等 関

ら
目

に す

３

型
検

株

則規

間
地

る

年
番

験

社

条

試

会

定

６

式

式

第

原之山字部谷深

番

第

区

号

号
号

ュ

１

番

ニ

１番

七

式
ら

森

丁

の
ん

月
烏
悠

目

検
ど

日
町
司

定等
２

）
三

関

ら
目

地

に

か
丁

番

す

３

型
検

株

則規

間
地

る

年
番

験

社

条

試

会

定

６

式

式

第 号

号
号

ュ

１

番

ニ

番

第

る
に

り

七

律

丁
定

第

規
適

公

目

則
合

示

男

し

す

北

号

番

昭
て

る

海

地

る

公

第

和
い

。

道

）

株

年
旨

安

式

条

会

国
の

委

社

家
検

員

第

ソ

公
定

会

４

フ

安

委

項

ィ

委
風

員

の

ア

員
俗

長

検

委 示告会員

イ

第

号

号

第

ギ

イ

ー ン

第

ギ

イ

ー

号

ン

号

則
等
い

規
業

佐

を

会
営
定

制

文

）

４
規
。

第
の

野

う
業
っ

第
び

男

行

）
及
を

号 ６



検
又

検
検
定
は

定
定
申
名

製要

の
請
称

型
式
の
概

７

造
年
有

製
う

代

検
又

検
検
定
は

造
事

遊
遊
型

定

表

定
申
名

又
業

技
技

者

要

の

製

請
称

は
所

型
式
の
概

６

年
有

造

製
う

代

検
又

要

検
検
定
は

造
事

遊
遊
型

定

表

定
申
名

又
業

技
技

者

の

製

請
称

は
所

型
式
の
概

５

年
有

造

製
う

代

検
又

要

検
検
定
は

造
事

遊
遊
型

定

表

定
申
名

又
業

技
技

者

の

製

請
称

は
所

４

年
有

造

平

型
式
の
概

製
う

代

検
又

検
定
は

造
事

成

遊
遊
型

表

定
申
名

又
業

者

の

技
技

請
称

は
所

有

年

者
及

効
の
び

期
月

名
所

氏
住

の
都

成
示
京

平
公
東

日
間

島

年
日
豊

成
東

月
平
区 池

日

二
年
袋

社会式株ーミサ名者業

目
月
丁

機
機

者
及

検
の

の
の

効

業

式

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名

行
地

名

名
所

名
日
間

サ
平
公
東
代
埼
ぱ
遊 機

ソ

ミ
成
示
京
表
玉
ち
技

の
都
取
県
ん

ー

ッ

株
年
日
豊
締
川
こ
の
ニ

島
役
越
遊
認

式会
月
平
区

市
技
定
ク

成
東
里
南
機
及

社

池

台

び

日

二

丁

式
５

年
袋
見
一

型
２

検

月
丁

目

の

目

機
機

者
及

検
の

の
の

効

業

式

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名

行
地

名

名
所

名
日
間

サ
平
公
東
代
埼
ぱ
遊 機

ソ

ミ
成
示
京
表
玉
ち
技

の
都
取
県
ん

ー

ッ

株
年
日
豊
締
川
こ
の
ニ

島
役
越
遊
認

式会
月
平
区

市
技
定
ク

成
東
里
南
機
及

社

池

台

び

日

二

丁

式

年
袋
見
一

型 検

月
丁

目

の

目

機
機

者
及

検
の

の
の

効

業

式

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名

行
地

名

名
所

名
日
間

株
平
公
東
代
埼
ぱ
遊 機

ソ

式
成
示
京
表
玉
ち
技

の
都
取
県
ん

会

ッ

社
年
日
豊
締
川
こ
の
ニ

島
役
越
遊
認

銀座
月
平
区

市
技
定
ク

成
東
里
南
機
及

池

台

び

日

二

丁

式
３

年
袋
見
一

型
３

検

月
丁

目

の

目

機
機

者
及

検
の

効

式

の

の
の

の
び

査
所

期

氏

月

種
区

氏
住

を
在

類
分
名

行
地

名

名
所

間

日

公
愛
代
愛
ぱ
遊

示
知
表
知
ち
技

金

の
県
取
県
ん
機
デ

曜

遊
認
イ

日
名
締
名
こ
の
カ

古
役
古

日

平
屋

屋
技
定
ン

）

成
市
伊
市
機
及
カ

東

東

び

大

大

式

年
区
藤
区

型

一

一

検

月
幸
二
幸

の

日
ミ

年
サ

３ら
号

か
２

）
番

号番

社会

定

式

検

株ー
間

第
号番験試式型

治
番

定

日
号

関

か
２

８

に

）
番

地

等 則

間
ミ

規

年
サ

る

３

す

ら

条

定
式

式

６

型
検

株

第

ー

号

号

番

１

番
験

社

第

試

会

第

イ

号

治
番

定

日
号

関

か
２

８

に

）
番

地

等 則

間
ミ

規

年
サ

る

３

す

ら

条

定
式

式

６

型
検

株

第

ー

号

号

番

１

番
験

社

第

試

会

第

イ

号

治
番

定

日
号

関

か
２

８

に

）
番

地

等 則

間
ミ

規

年
サ

る

３

す

ら

条

定
式

式

６

型
検

株

第

ー

号

号

番

１

番
験

社

第

試

会

第

イ

号

に

）
目

目

等

日
丁
博
丁

定

か

す

ら
番

番

関

３

第

株

愛

則

間

規

年
号

号

る

日

第

社

春

条

会

県

６

式

知 柏

イ

市

号

座

井

１

銀

北

井

号

製
う

代

定
は

造
事

検
又

定検

号

型
式
の
概
要

検

製
う

代

検
又

検
定
は

造
事

定

号

型
式
の
概
要

検

製
う

代

検
又

検
定
は

造
事

定

型
式
の
概
要

検

９

号

製
う

代

検
又

検
定
は

造
事

目丁三町

定

海

番

道

８

公

型
式
の
概
要

検

製
う

代
造
事

表

申
名

又
業

者

者
及

検
の

請
称

は
所

の

の
び

査
所

氏
行
地

氏
住

を
在

名

名
所

桐

都
取
県

京
表
馬

東
代
群

渋
寳
境

区

市

谷
役
生

渋
締

の示公間期効有の
谷

野

日 成平
三
田
町

遊
遊
型
製
定

表

年

申
名

又
業

技
技

者

の
請
称

は
所

機
機

有

年
造

者
及

検
の

の
の

効

式
業

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平

間

式
成

公
群
代
群
ぱ
遊

示
馬
表
馬
ち
技

の
県
取
県
ん
機
フ
会

日
桐
締
伊
こ
の
ィ
社
年

生
役
勢
遊
認
ー
三

平
市
社
崎
技
定
バ
共
月

成
境
長
市
機
及
ー

野

三

び
フ

日

型
製
定

表

年
町
毒
和

型
レ

遊
遊

申
名

又
業

技
技

者

の
請
称

は
所

機
機

有

年
造

者
及

検
の

の
の

効

式
業

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平

間

式
成

公
群
代
群
ぱ
遊

示
馬
表
馬
ち
技

の
県
取
県
ん
機
フ
会

日
桐
締
伊
こ
の
ィ
社
年

生
役
勢
遊
認
ー
三

平
市
社
崎
技
定
バ
共
月

成
境
長
市
機
及
ー

野

三

び
フ

日

型
製
定

表

年
町
毒
和

型
レ

遊
遊

申
名

又
業

技
技

者

の
請
称

は
所

機
機

有

年
造

者
及

検
の

の
の

効

式
業

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平

間

式
成

公
沖
代
千
ぱ
遊

示
縄
表
葉
ち
技

の
県
取
県
ん
機
大
会

日
宜
締
四
こ
の
江
社
年

野
役
街
遊
認
戸
メ

平
湾

道
技
定
夢
ー
月

成
市
別
市
機
及
歌
シ

真

鷹

び
舞
ー
日

製
定

表

年
志
所
の

型
伎
販

遊
遊
型

又
業

技
技

者
は
所

機
機

年
造

検
の

の
の
式
業

の
査
所

報

種
区

者

氏

月

を
在

類
分
名
名
日

行
地

サ
平

名

ミ
成

代
埼
ぱ
遊

表
玉
ち
技

取
県
ん
機
ソ
ー

締
川
こ
の
ニ
株
年

役
越
遊
認
ッ
式

市
技
定
ク
会
月
社

里
南
機
及

日

目
久
丁

丁

六

見
一

型

台

び

目

番
治
番

ードイダ社会式株

地

号
月

町

式
ン

間年３らか）日

六

の
ズ

月
丁
島

検

目
秀
番

定

日

地

等
４

す

ら

関

地
か

行
１

に

番
）

社

則

会
間

規

式
年

る

株
３

条

試
定

共

６

式

三

第

型
検

式
ン

号

号
号

１

番
番

第

験

六

町

の
ズ

月
丁
島

検

目
秀
番

定

日

地

等
７

す

ら

関

地
か

行
１

に

番
）

社

則

会
間

規

式
年

る

株
３

条

試
定

共

６

式

三

第

型
検

売

号

号
号

１

番
番

第

験

喜

台

式

丁

丁

検

月
二
直
一

の

１

等

日
目
鋼
目

定

）

地

関

か
番

番

に

ら
式

則

間
株

規

年

る

３
号

す 条

試
定

社

６

式

会

第

型
検

号
号

シ

１

番
番

ー

第

験

メ

検

目

の

丁

式

ー

号

るす関

８

に

地

等

治
番

定 条

試
定

６

式

第

型
検

則規 第

験

第

１

番
番

第

イ

号

号
号

第

イ

号

第

販

イ

号

売

イ

号

第

号

号



平

型
式
の

製
う

代

定
は

造
事

検
又

成

遊
遊

表

申
名

又
業

者

の定検

技
技

請
称

は
所

年

有

型
式
の
概
要

検

製
う

代

定
は

造
事

検
又

遊
遊
型
製
定

表

申
名

又
業

技
技

者

の定検
請
称

は
所

有

年
造

型
式
の
概
要

検

製
う

代

定
は

造
事

検
又

遊
遊
型
製
定

表

申
名

又
業

技
技

者

の定検
請
称

は
所

有

年
造

型
式
の
概
要

検

製
う

代

定
は

造
事

検
又

遊
遊
型
製
定

表

申
名

又
業

技
技

者

の定検
請
称

は
所

有

年
造

遊
型
製
定

型
式
の
概
要

検

機
機

年
造

技
技

遊

者
及

検
の

の

の
の

の
び

査
所

氏

月

種
区

氏
住

を
在

類
分

行
地

名

名
所

日

回
遊

埼

東
代
玉

京
表

胴
技

金

県

都
取

式
機

さ

曜

台
締

遊
の

い

東
役

技
認

日

た

区

機
定

）

ま

東
鈴

及

市

上

び

西

野
木

型

区

一

式

三

日の示公間期効 成平 年
丁
暢

の

橋

月
目

検

機
機

者
及

検
の

の
の
式
業

の

の
び

査
所

種
区

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平
式
成

愛
代
愛
ぱ
遊

知
表
知
ち
技

県
取
県
ん
機
ド
会

名
締
西
こ
の
レ
社
年

古
役
春
遊
認
ミ
大

屋

日
技
定
天
一
月

市
市
井
機
及
国
商会
日

中

郡

び

期効
区

春

式
２

村
原
西

型

日の示公間 成平 年

町

の

月
付

大

検

鴨

機
機

者
及

検
の

の
の
式
業

の

の
び

査
所

種
区

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平
式
成

愛
代
愛
ぱ
遊

知
表
知
ち
技

県
取
県
ん
機
ド
会

名
締
西
こ
の
レ
社
年

古
役
春
遊
認
ミ
大

屋

日
技
定
天
一
月

市
市
井
機
及
国
商会
日

中

郡

び

間期効
区

春

式

村
原
西

型

日の示公 成平 年

町

の

月
付

大

検

鴨

機
機

者
及

検
の

の
の
式
業

の

の
び

査
所

種
区

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分
名
名
日

行
地

名

名
所

株
平
式
成

愛
代
愛
ぱ
遊

知
表
知
ち
技

県
取
県
ん
機
男
会

名
締
名
こ
の
浜
社
年

古
役
古
遊
認
幸
高

屋

屋
技
定
日
尾
月

市
内
市
機
及
本

中
ヶ
中

び
一

日

間期効
区

区

式

川
島
川

型

日の示公 成平 年 月
平

元

検

太
敏
蔦

の

種
区

者
月

の
の
式
業

機
機

株
平

類
分
名
名
日

式
成

ぱ
遊
ち
技
ん
機
フ
会

こ
の
ィ
社
年

遊
認
ー
ダ

技
定
バ
イ
月

機
及
ー
ド

式
騎

型
戦

び
鉄
ー
日

の検

五
晃

定

丁

番

等

目

に

号

関す

番

佐

る

地

則

藤

規

群

ビ

馬

ル

第

県

２

６

佐

階

条

波

第

郡

ベ

２

赤

ル

号

堀

北

コ
間年３らか）日

町

村

に

一

沖

等

町
明
字

定

株

西

す

目

字

関

丁

型
検

１

則

地

川

規

番

ノ

る 条

試
定

式

地

６

式

株

番

第

号
号

大

１

番
番

社

第

験

会 商

イ

一

号

第

間年３らか）日

村

に

一

沖

等

町
明
字

定

会

西

す

目

字

関

丁

型
検

１

則

地

川

規

番

ノ

る 条

試
定

式

地

６

式

株

番

第

号
号

大

１

番
番

社

第

験

会 商

イ

一

号

第

間年３らか）日

丁

に

一

一

等

通
博
町

定

会

す

目

目

関

丁 ３

第

型
検

則

地

地

規

番

番

る 第

験

会

条

試
定

式

６

式

株

イ

尾

号

号
号

高

１

番
番

社

第

間年３らか）日

型
検

則規るす関に等定

番
番

第

験

条

試
定

６

式

第

第

イ号

号
号

１

大

式

字

会

鹿

社

島

海

５－

道 公

型
式
の
概
要

造
事

製
う

代
号 検

又

型
式
の
概
要

検
検

造
事

定
は

製
う

代

定

号 検
又

型
式
の
概
要

検
検

造
事

定
は

製
う

代

定

号 検
又

型
式
の
概
要

検
検

造
事

定
は

製
う

代

定

号 検
又

概
要

検
検
定
は

遊
遊
型
製

定

又
業

技
技

は
所

機
機

造

検
の

式
業

報

の
の

査
所

種
区

者

を
在

類
分
名
名

行
地

マル

愛
ぱ
遊

ン

県
ん
機

ホ

知
ち
技

工

春
こ
の

レ
株

井
技
定
コ
業

日
遊
認

の者表
桃

び
ク
式

市
機
及

シ
会

岸役締取表代名氏

定

山

型

申
名

遊
遊
型
製

又
業

の
請
称

技
技

は
所

年
有

造

者
及

機
機

検
の

効

式
業

の
び

の
の

査
所

期

者
月

氏
住

種
区

名
所

を
在

類
分
名
名
日
間

行
地

株
平
公
愛

式
成
示
知

群
ぱ
遊

の
県

馬
ち
技

県
ん
機
・
会

日

桐
こ
の
木
社
年
日
春

生
遊
認
枯
平

成
市

市
技
定
し
和
月
平
井

広
機
及
紋

桃

代名氏の者表
沢

び
次

日

中役締取表

定

島
町

型
郎

年
山

申
名

遊
遊
型
製

又
業

の
請
称

技
技

は
所

年
有

造

者
及

機
機

検
の

効

式
業

の
び

の
の

査
所

期

者
月

氏
住

種
区

名
所

を
在

類
分
名
名
日
間

行
地

株
平
公
群

式
成
示
馬

群
ぱ
遊

の
県

馬
ち
技

県
ん
機
・
会

生

桐
こ
の
木
社
年
日
桐

生
遊
認
枯
平

成
広

市
技
定
し
和
月
平
市

広
機
及
紋

沢

代名氏の者表
沢

び
次

日

中役締取表

定

島
町

型
郎

年
町

申
名

遊
遊
型
製

又
業

の
請
称

技
技

は
所

年
有

造

者
及

機
機

検
の

効

式
業

の
び

の
の

査
所

期

者
月

氏
住

種
区

名
所

を
在

類
分
名
名
日
間

行
地

株
平
公
群

式
成
示
馬

群
ぱ
遊

の
県

馬
ち
技

県
ん
機
海
会

生

桐
こ
の
で
社
年
日
桐

生
遊
認
す
ソフ
月
平
市
成
広

市
技
定

ィ

境
機
及

沢

名氏の者表
野

び
２
ア
日

井役締取表代

定

置
町

型

年
町

申
名

の

型
製

請
称

年
有

造

者
及

効

式
業

の
び

期

者
月

名
所

氏
住 馬

ス
ベ
平
公
群

名
名
日
間 の

県

ー
ル
成
示

パ
コ

生

ー
株
年
日
桐

ク
式

成
境

ル
会
月
平
市

ー
社

野

ズ

日

１

の
ン

町

式
ョ
社

年
町

丁

検 等

目

定 に

式

第

型

則規るす

地

関

番

第

験

条

試

６

第

１

番

夫勇
町

号

号

二

式

月
１丁

丁

の

目

検定

日
目

等

）

す

３
地

地

関

ら
番

番

に

か
ホ

則

ル

規

間
マ

８

る

年

の

条

試
定

工

６

式

ン

第

型
検 号

式

１

番

潤

株

番

第

験

業

二

号

号

二

式

月
丁目

丁

の

目

検定

日

等

） ３
の

地

関

ら
地

番

に

か
番

則

株

規

間

８

る

年
８

の

す

試

社

定

６

式

会

第

型
検

式

号

１

番

和

潤

番

第

験

平

条

二

号

号

七

式

目

丁

の

月
丁

目

検定

日

等

） ３
の

関

ら
地

地

に

か
番

番

検

式

則

株

規

間

る

年
８

す

平

条

試

社

定

６

式

会

第

型 号
号

１

番

和

男定

番

第

験

七

号

目
月
丁

日 間
式
年
株
３ら

地
か
番
）

ィ

試
定

フ

式

ソ

型
検

社会

イ

号
号

番

ア

番
験

号

第

社

イ

会

第

イ

号

第

イ

号

第

号

号



年
造

遊
型
製
定

の
概
要

検

技

代
製
う

型
式

検
又

造
事

概
要

検
検
定
は

又
業
遊

定

表

定
申
名

は
所
技

者

の

の

型
製

請
称

年
有

造

型
式

製
う

代

検
又

概
要

検
検
定
は

造
事

遊
遊

定

表

定
申
名

又
業

技
技

者

の

の

型
製

請
称

は
所

年
有

造

型
式

製
う

代

検
又

概
要

検
検
定
は

造
事

遊
遊

定

表

定
申
名

又
業

技
技

者

の

の

型
製

請
称

は
所

年
有

造

平

型
式

製
う

代

検
又

検
検
定
は

造
事

成

遊
遊

定

表

定
申
名

又
業

者

の

技
技

請
称

は
所

年
有

年

奥
平

名
名
日

者
月

式
業 村

成

チ
遊
ャ
機
年

ー
株
ル
式
月

ズ
会

遊分区の機
ャチ・

社
日

ッ
式型び及定認の機技

検
の
機

検の
プ

者
及

査
所
の

効

式
業

の

の
び

を
在
種

期

者

氏

月

氏
住

名
行
地
類

名
所

公
愛
代
本
小
ぱ

名
名
日
間

株
平
式
成
示
知
表
社
山
ち

の
県
取
工
工
ん

イ
会

遊

ル
社
年
日
名
締
場
場
こ

古
役
：
：

ナ
サ

岡
機

ボ
ン
月
平
屋

愛
静
技

成
市
奥
知

ン
セ

昭

県
県

バ
イ
日

区

古
東

ー
ア

年
和
村
名
駿

ール

月
鶴
昌
屋
郡

舞

市
小

機
機

ア

者
及

検
の

の
の

効

式
業

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分

行
地

名

名
所

公
愛
代
愛
ぱ
遊

名
名
日
間

株
平
式
成
示
知
表
知
ち
技

の
県
取
県
ん
機

新
会

認

海
社
年
日
名
締
稲
こ
の

古
役
沢
遊

物
三

機
及

語
洋
月
平
屋

市
技
定

成
市
梅
大

物

中

矢

び

５
産
日

丸

高

式

８

年
区
村
町

型

内

五

検

月
の
義
松

の

機
機

者
及

検
の

の
の

効

式
業

の

の
び

査
所

種
区

期

者

氏

月

氏
住

を
在

類
分

行
地

名

名
所

公
愛
代
愛
ぱ
遊

名
名
日
間

マ
平
ル
成
示
知
表
知
ち
技

の
県
取
県
ん
機

力
ホ

認

也
ン
年
日
名
締
名
こ
の

古
役
古
遊

工業
月
平
屋

屋
技
定

成
市
金
市
機
及

株

千

千

び

式
日

区

区

式

会

年
種
沢
種

型

社

池

池

検

月
今
要
今

の

機
機

者
及

検
の

効

の

の
の

の
び

査
所

月
期

氏

月

種
区

氏
住

を
在

類
分

行
地

名

名
所

日
間

日

知
ち
技

平
公
愛
代
愛
ぱ
遊

成
示
知
表

金

の
県
取
県
ん
機

曜

日
遊
認

年
日
春
締
春
こ
の

日
役

日

月
平
井

井
技
定

）

成
市
岸
市
機
及

桃

桃

び

日

町

町

式

年
山

山

型

丁

丁

検

月
１
勇
１

の

ンリ
号
号

番
番
験試

定
式型

検

６第則規るす関に等定

第

イ号１第条

）
丁

和
町

ン

日
二
美
昭
山

ら
２

鶴
沢

デ

か
目

区
用

ド

二
萩

３
番

舞
字

ィ

年間
号

丁
窪
目

型
検

奥

２
地

定
式

村

番
番

試

遊 会

号
号

式

番

株

番
験

機

号

第

社

に

）
丁

二

等

日
二
孝
十

定

地

関

か
目

番

ら

る

３
番

一

す

年
式
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年
に

し
組
４
際

該

な
合
号
に

月
当

い
の
に
資

中
）

の
協

間
履
る

企

該
号

借

等

小

特

第

同

に
行
賃

業

い
た
物
例

協

企
３

組

お
し

等
第

法

て
者
品

同

業
条

合

、
で
の

組 」

同
項

昭

１
あ
保

合

協
１

こ
点

と

組
第

和

の
る
守

う

又
号

年

に
と
検

い

合
７

律

め

可

。

は
に

法

定
。
が

、ていおに在現日１月 品

げ

第

る

能

）

協
掲

物

に

た

指
納
競
て

の

の

も

め

名
し

条

条

第

第

当

必

争
い

４

４

該

に

る

な

札
者

１

２

す

要

入
る

関
な

に

の

こ

同

に
で

項

項

定

定

。

を

す
い

規

規

と

意
る

よ
て

指
と

す

に
得

る
こ

競
る

を

件要

者

り
い

名
。

の

品

と

の

月

す

種

る
約

格

類

日

。

ン

と

金

平
チ
電
い
電

曜

成
の
動
う
動

日

賃
型
。
型

）

借
許

許

年
貸
免
）
免

約
パ

パ

月
契
証

証

７

れ
部
西

け
務
条

な
総
２

いなら
課
目

な
計
丁

ば
会

を

か
出

。
証
掲
格

日
提

。
の

を
る
有

ら
先

明
げ

有
企
す

示

す
業
る

月
指

る
組
者

き

あ

ま
よ

と
合
で

日
に

の

成

下
も

作

。
以
る

で
り

業

組
成

申

業
構

た

企
が

し

契

な

及

約

者

び

組
る

小

が
業

）

と

で

中

合
協

号

合

３

類

る

企

次
組

第

種

あ

ほ

と

団

い

条

を

こ

業

の

の

れ
下

規

ぼ

。

体

ず
以

に

じ

組

か

定

同 す

に

該
業

る

く

織

に
協

す

業事貸賃の
る

関

当
組

中

合

小

とこるいでん営を

者

停

。
契

す

す

年

札
含

さ

成

入
は

止

未

争
な

い

の

、
れ

て

者

へ
ま

れ

佐

を
。

い

保

加
い

な

参

被
な

。

又

除
で

と

人

排
）

こ

ン

と
補

て
こ
被

れ
い
は

さ

貸

般

賃

一

の

に

チ

チ

日

ン 関

の

に

札

約

入

契

争

借

競 行

資

を

る

告

す

公

北

約
幌

平
る
契
札

す
３

う

格

格
条
市

成
資

を

と
過

類

」
の

書

合
員

請

占

す

。
を

出

う
数

提

い
半

１

２

）

に

札
調
電
調
契

納
札

入

入

業

約

る

る
」

企

に
達
動
達

協

締

律

き
い

等

を

法

と
と

結

は
う

、

和

２

組

）

し

昭

、
。

同

に
の

か

合 北

次

７

海

の
平

道

と
成

資
資

警

資

格

有

お
察

で

者

人

る
。
助

い

格
格
を

６

、

こ

て

い

っ

な

あ

で

再
再
し
格
資
資
に

成
資

約

電

企

申
た
の

格
係

ウ

型

下

動

以

海

免 パ

」

証

格

許

資

道

を
ア
イ

公

の
う
資
中
を

再
次
行

格

示
区

北
有
を
央

年
を
項
中

警
こ
場
２

道
る
す
北

海
す

丁

部

７

本
。

西

察
と
所
条 北

第示

目

告

海

す

加

付
を
型
を
約

入
参

号

る
る
許
る
期

場
す

す
す
免 パ

借
間

所
者

事
賃
証
賃

る

チ
品

平

必

物
ン
物

に

項
借

約
な

の

の
平
成
契
要

品

仕
成

名

年
担
資

称
台
様

及

等
年
１
当
格
等

び
１

２
月
者

数
月

月

り
年

本

は

有

一
部

１
の
す

般
月

告

の

る

競
示

喪
者

争
日

第

入

に

が

定
失
２

札

め

に

号

る

規

に

る

約

す

下

契

定

以 札

新更の間期効
係

資

入

の

請
申
有

の
る

申

格

る

格

期

効
般

有

し
請
効

有
一

請 方
う
類
間

期
競

効

の
よ
書

び
間
は
入

と
を
及

間
争

期
資
の

る
出
当

、
札

法
す
提

を
札

は
な
期

格
落

者
し
該

す
定

４
れ
の

有
決

、
け
間

業協は又合組業

の
ば
更
な
新

る
の

るあで合組

企
す

請
い
こ
格
小
有

申

資

の
れ
が
有
業
る

ず
と
を

報

き
る
協
で

事
か
で
す
等
者

の
組
る

由
該
る
者
同
あ

に る

該

の

す

当
合
も

当
。

組
る

で

格
業
限

者

資
企
に

規

警

に

道

き

係
合
。

引

に

動

務

電

総

る

部

す

本

定

察

ンパ証

課

許

計

免

会

型

部

札
日
を
指

量
当
入
１
日
の

明
ら
度
す

り
説
か
限
定

た
に
月
当
場

単
書
３
に
る

の

該
所

価）
よ

。
間

で
期

。
ま
約

る
日
契

と

も

要

」

し
長
だ
延
た
を

当

。

あ

該

う

で

に

い

の

件

実

海

め

な

を

北

た

し

）

る 効

と

す

警

有

こ

施

道

、

い っ

部

間

な

。

本

期

と

る

察

ま

の
ら
手

と
日

更

た

長

の

た
と

請
い

め
で

申
な
続

認 通
。

の

の
る

類

旨
す

書
。

た

、

っ

に

あ

先

が

出

知

提

で者るす有を格

該

日

当

）
変

提

か

を員成構のそ

業
く
変

き

営
除
を

続

る
を

た

を

相
）
し

格

を
。
更

資

合
る
の

よ

、
あ
も

得

続
で

る

は
を

す

又
格

と

併
資

う の

渡
す

も

譲
有

第

は

に
る

す

関に約契借貸賃のチ

有
範
が
の
と

算
こ
予
る

、

新

と

。
、
る
で
得
内
り

囲

勝

わ

資

行

、

刈

、

は

は

き

ら

。う

。

失

治

い

を

な

格

の

の

先

１

出

契

り

る

よ

め

に

定

示

に

指

、

よ
者

のもたし更

作

格

承
そ

資

り
で

審

継
の

査

し
構

号

申再

者
員

の

た
成

請

資



ア
イ

平

こ
こ

成

名
所

の
の
入
入

に約契

年

者

ア

イ

関

札
札

る
捨
税

落
で

を
た
業

札
あ

分

落
額
て
事

札決
加
金
者

者
る

の

金札入 額

９

に

北
項
当
契
要
そ

号

１
月

札

規
り
書

掲

海
の
た
約

開

成

る

の

財

の

定
の
作

げ

道

５

６

７

８
務

時

に
単

札
交
交
札

入
入
郵
郵
入

落 の

保
等
等
説

者

札
札
便
便 は

書

決

保
証
又
又
明
付
付

４

金
は

札
札
札

執札
入
入
開
開

入

在

の行
札

及
の

月

び
執

称
地

契
行

日

は
、

約
は

金

北
郵
電
、
公

曜

海
便
話
調
開

日

道
番
番
達
す

）

察

続
。

警
号
号
手
る
の

本
担を務事るす

部
－
－
停止

の織組るす当
総
名

と
か

定
算
額
で

相
っ
申

に
し
）
あ
に
な
を

金
も
か
当
た
し

当
た
を
る

は
る

っ
額
っ
免
す
者
出

た て

て
税
る 額
落
と

は
当
落
事
金
、
こ

金
価
者
を
札
。

、
該
札
業 あ

札
定

札
額
格
で
入
決

入
等

に
１
す
る
書
後

書
に
と

方地び及税費消る係に

の

入
費
記
円
る
か
に
速

消

則

お

り
）
要

札

規

に

よ
価

い

定
を
否

他

及

和

、

た
っ

こ

昭

て

め
も

び
２

予
て

の

北

規

価
札

告

年

に

定
入

公

海

定

格

に

道

す

有

定

則

資

月
な

る

規

る

１
効

め

電
の
場
方
定

第

格

当
入

入

法
法

、
報
報
交

方

証
は
電

除
よ
よ
に

金
免
に
に
付
所

す
る
る
関

札
札
る
に
の

る
入
入
す
３

、
項
じ
所

等
は
事
同
場

。

日

い

す

な

付

め

交

認

。
で

及
所
時
所
時

所場
場
日
場

日び

同
同

幌
成
に
に

時
札
平

市

。
。

中
年
じ
じ

央区
月
北

等

２
日

－

務部

が有

会
札

り 。
線
中

る
内

課
市

得

計
幌 央区北 ７西条２

北

を
記
や

丁

地在所び及称

に

さ
満
で
問
載
か

載
未
の

端
入
ず
る
消

れ
の
、
わ
す

見
と
税

金
数
札
、
こ
費

た

の

に
あ
参
積
。
等

額
が
に

税

該
と
す
っ

課

当
る
加
も

業

額
は
者
１

事

金
き
る
た

税

そ
、
当

者

の
、
は
月

下以 ういと」等税費消

の
消
た

で

を

た
札

札
。

。

し

の
限

関

号

有

り
に

に

下

い

価
。

る

以

な

単
る

す
者

）
）

条

務

し

制
た

に

財

の

の
し

件

則

入

の
を

反

規

た

限
者

違

と

、

囲
札

た

」

札

範
落

し

う

務

で
と

札

い

財

内
者

入

７
前

西
午

条

。

。

る

丁 １部本察警道海北目
時

目

公道海

数
税
の

る

の
端
費
り

あ

分
額
に
約

免

に
金
等
契

か

５
切
る
額

事

当
を
係
金

税

相
い扱取の）
す
り
課
の

業

則

）
低
る

、

。

規

最
す

は

価

効
第

第
の
。

無

格

とす
条

条

場会札入階

。

第
１

各
る

細詳

報
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